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午前10時00分 開議 

○議長（加藤弘己） ただいまの出席議員は18名で

あります。定足数に達しておりますので、本日の会

議を開きます。 

 本日は傍聴席へ報道機関が入っております。なお、

撮影を許可した者には許可証を交付しておりますの

で御報告いたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでござ

います。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第１ 一般質問を行いま

す。 

 昨日に引き続き一般質問を行います。本日の質問

順序は、１番、福永桂子さん、２番、吉田建二君、

３番、神谷里枝さん、４番、菅沼 淳君と決定いた

します。 

 初めに、５番 福永桂子さんの発言を許します。

それでは５番 福永桂子さん。 

  〔５番 福永桂子登壇〕 

○５番（福永桂子） ５番 福永桂子です。朝一番

でちょっと緊張していますけれども、令和に入って

初めての一般質問をさせていただきます。 

 平成時代の１期４年間は、一度も休むことなく毎

回一般質問させていただきました。この令和の時代、

新しい時代も市民の思いや意向を行政にお伝えして、

反映できるように頑張っていきたいと思います。 

 では、今回は２点お聞きいたします。幼稚園、

小・中学校へのエアコンの設置対応状況についてと、

地方創生人材支援制度についてです。 

 エアコンの設置対応状況については、市民の皆様

から昨年の夏に設置しますとの記事を見たけども、

それ以後どうなっているんだという声が多く聞かれ

ました。それから多くの子供たちがやはり直接声を

かけてくれて、「エアコン入るの？」「本当」「い

つ、いつ」なんていうふうな質問もたくさん受けま

したので、その声を受けて、今回質問させていただ

きます。 

 それでは１番入ります。 

 幼稚園、小・中学校へのエアコンの設置対応状況

について。 

 質問しようとする背景や経緯です。教育施設への

エアコン設置は、最近の気象状況から考えると急務

です。昨年７月23日の気象庁臨時記者会見において、

「40度前後の暑さはこれまで経験したことのない、

命の危険がある暑さ。一つの災害と認識してい

る。」と述べており、ことしも危険な暑さに見舞わ

れると考えます。 

 市は、やっと昨年の９月議会において、私の一般

質問に対し、速やかに整備したいとの意向が示され、

2018年度補正予算としてエアコン導入のための調査

費115万5,000円が可決されました。 

 その後、昨年12月議会で、市内幼稚園、小・中学

校へのエアコン整備費として2018年度一般会計補正

予算で年度内整備の計画が示されました。そして、

本年２月13日の議員全員協議会で、教育委員会から

資料提供があり、国のブロック塀・冷房設備対応臨

時特例交付金を活用し、直接施工方式により設置す

ることとし、専決処分として一般会計の補正を行い

ました。 

 その結果、総額は変わらず、組み替え予算を専決

しています。幼稚園が５園、小学校が６校、中学校

が５校です。 

 工事は本年１月の調査を終了し、２月に入札、３

月に本契約を行い、設計・施工に着手とあります。

整備完了時期は来年３月としています。 

 その後、今年度に入り、一部の幼稚園の設置業者

が決まったという口頭での報告はありましたが、市

民の方は市のエアコン設置の進捗状況がわかりませ

ん。 

 これからの我が国を背負う子供への投資は、惜し

むべきではありません。市の積極的な対応と確実な

実施を確認する必要があると思います。 

 質問の目的です。市が表明したエアコン設置の方

向性の確認、教育施設の積極的な整備、そして早期

の設置に向けた市の対応の確認をしたいと思います。 

 では質問事項１です。今後の整備スケジュールは

どうなっているのでしょうか。整備完了は来年３月

となっていますが、変更はありませんか。また、こ

としの夏までの設置は間に合いますでしょうか。よ

ろしくお願いいたします。 



６５ 

○議長（加藤弘己） 登壇して答弁をお願いします。

教育長。 

  〔教育長 渡辺宜宏登壇〕 

○教育長（渡辺宜宏） ただいまの福永議員の御質

問にお答えをします。 

 現在、白須賀幼稚園、新所幼稚園、知波田幼稚園

の３園について、エアコンの設置工事を進めている

ところであります。この３園につきましては、９月

中の設置完了を予定してますので、完了次第、順次

使用をしてまいります。 

 残る幼稚園、小・中学校につきましては、現在、

実施設計を進めておりまして、９月上旬の設計完了

を予定しているところであります。その後、同じく

９月中に入札を行いまして、３月末までに設置を完

了する予定でございます。 

 以上の日程で進めてまいりますので、夏までの設

置は間に合わない状況でございますが、極力早期に

設置できるよう計画的に進めてまいります。以上で

ございます。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） 白須賀と新所と知波田の３園

で、９月中には入りますというお答えだと思います。

そして、ほか全ては３月までに設置を完了したいと

いう、そういう予定ですね。 

 ３園だけになったんですけども、夏までに間に合

わなかった理由を教えていただけますか。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（鈴木 徹） お答えをいたします。 

 当初、昨年お答えしましたとおり、本年夏までの

設置の予定はもともとなかったというふうに認識し

ております。２月、３月に入札を行いましても、実

際は設置についてはそこから、準備をして夏休みの

施工が大体一般的になってまいりますので、もとも

との設置完了は来年度の３月末までという予定であ

りましたので、夏までの設置ということはできると

はもともとも考えておりませんでした。以上でござ

います。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） わかりました。早急になるだ

けというふうなお言葉があったものですからお聞き

いたしました。小まめな水分補給とか、また日中の

運動を控えるなどしても、これ、一向に減らないの

が熱中症なので、できるだけ早く本当に整備してい

ただきたいなと思います。 

 では２番に入ります。 

 こちらのほうはちょっと心配事なんですけども、

今、全国の市町村でエアコンの設置が広がっていま

して、設置業者の取り合いになっているとの情報も

あります。また、湖西市は大丈夫なんでしょうか。

そして契約の見込みはどうなっていますか。こちら

はもうお答えいただいたと思います。設置業者が取

り合いになると、工事金額も上がってしまうのでは

ないかなという、そういう心配なんですけれども、

そのあたりどうでしょう。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（鈴木 徹） お答えをいたします。 

 本市におきましても、１月と２月に公告しました

２回の工事入札におきましては、不調という事態が

生じました。入札不調の原因につきましては、近隣

市町が一斉に工事を行うことに起因する対象業者の

不足、大規模工事における設計施工一括方式への不

安感、数々の要因が重なってのことであると認識を

しております。 

 今後につきましては、工事金額につきましては定

められた積算基準により適正な予定価格を設定し、

入札を行っていく所存でございます。以上でござい

ます。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） 対象業者の不足という事態が

発生はしているんですけども、きのう、荻野議員の

ほうから、もっと早くから取り組んでいればという

ようなお声があったんですけれども、私も同じ思い

を持っています。けれども、本当努力していただい

ています。早急に確実に事が運ぶことを祈っており

ます。 

 それでは３番目の質問に入ります。 

 ことしの夏の猛暑対策はどのようにされるおつも

りでしょうか。特に体育館の暑さ対策はどう考えて

おられますか。そして、ちょっとその後にもう一つ

お聞きしたかったのは、学童保育の教室も重ねてお
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聞きしたいなと思います。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 今の御質問にお答えをしま

す。 

 まず、夏の猛暑対策はどのようにするつもりかと

いう質問に対してですけども、熱中症対策につきま

しては、昨日も答弁させていただきましたけども、

環境省発行の熱中症環境保健マニュアル、これを基

本といたしまして、文部科学省や県教育委員会から

出された対策を確実に実施するよう指示をしており

ます。 

 次に体育館の関係ですけども、各校の体育館に設

置されています、気温・湿度・輻射熱が算出される

暑さ指数測定をするＷＢＧＴという測定装置で、運

動や諸活動を行う際の判断基準としての暑さ指数を

測定しまして、基準を超えた場合には活動を中止す

るなどの対策を行っております。 

 また、体育館の暑さ対策として扇風機を使用した

り、集会や体育の授業では水筒を持参させたりして

対策を講じるほか、児童生徒の体調に配慮し、状況

によっては活動内容の変更や時間の短縮を行って、

熱中症を出さないよう万全を期していきたいと考え

ております。 

 あともう一点、放課後児童クラブの関係について

も、学校と同じような対応で熱中症対策を行ってい

くと同時に、小まめな水の補給、そういったものを

心がけるようお願いをしていきたいというふうに思

っております。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） きのうもお聞きしたような、

そのような答弁なんですけれども、それはとても重

要なことだと思います。私もきのう教育長さんがお

っしゃったので、環境省の熱中症予防情報サイトを

見させていただきました。そして、熱中症環境保健

マニュアル2018というのがありましたので、これ本

当に大変よいマニュアルだと思います。私、一気に

読んでしまいまして、これは教職員だけでとどめて

おくのではなくて、よかったらその内容を抜粋でも

いいので、保護者の方にも見てもらったらいいんで

はないかなというようなマニュアルでしたので、熱

中症を疑ったときには何をすべきかとか、日常生活

での注意事項もありますし、高齢者と子供の注意事

項、運動・スポーツ活動時の注意事項と、本当に事

細かくあらわしてありますので、特に熱中症の応急

処置なんかは図入りでありますね。こういうもので

すね。なので、ぜひよかったら広くこれを周知して

くださるような、そういう方法をとっていただけな

いかなと少し思いました。 

 それから、ハード面にはなるんですけども、体育

館の窓ガラス、今では浜松のところで窓ガラスその

ものが断熱をして、透明であるというふうなものも

開発されたと。この間ちょっと新聞で見たんですけ

ども、ちょっとインターネットも検索してみたりす

ると、やはりフィルム、高性能な透明なフィルムと

か、またスプレー形式、シリコン型になってるスプ

レー形式なども窓ガラスに噴射できるというふうな

やり方もあるんですけども、そういうふうなことも

考えられる御予定はあるでしょうか。大分違うみた

いですよ、温度が。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 今、いろいろな御質問があ

って、何を答えていいかという、ちょっと迷いまし

たけども、今お話があったこの熱中症の環境保健マ

ニュアル2018、こういう冊子が環境省から出てます。

これについては、各学校にも連絡をしてありますし、

渡してあります。これについて各学校においては、

学校だよりだとか学年だよりだとか、そういったも

ので熱中症対策についての注意喚起は現在も行って

いるところであります。これもまた今年度も継続し

ていきたいというふうに思っております。 

 それとあとガラスでしたか。ガラスについては、

今のところ昨年度の暑い時期を今のような対処方法

で何とか乗り越えられたということもありますし、

今年度の夏の予想は平年並みだと昨日も答えさせて

もらいましたけど、そういう予想も出ていますので、

本当に注意をしながら、ＷＢＧＴを使いながら、運

動をやめたりとか、一時やめたり、あるいは休憩を

とったり、水分補給をしたり、そんな形で何とか対

処していけるのではないかなというふうに思ってお

ります。以上でございます。 
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○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） 子供の命を守る学校ですので、

そしてまた学校生活の環境を整えるのも教育委員会

の本当に役割ですので、ぜひいろいろな方法を本当

にお考えになって、最大限の努力をしていただきた

いなと思っています。 

 一点質問ですけど、マニュアルなんですけども、

それは保護者の方にお配りするということは、それ

は不可能なんですか。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） このマニュアル自体を、こ

の冊子を配布するというのは莫大なお金がきっとか

かると思うんです。これ国から、環境省から来てる

わけですが、一応これを抜粋しながら保護者のほう

へは連絡をするというふうな形で学校では対応して

ます。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） わかりました。なるだけ見ら

れる状態にしていただきたいなと思います。 

 教育長も御発言されましたけども、私もちょっと

調べてみますと、６月の気温は全国的に平年より高

い予想で、そして東海地方では気温が高い確率が

50％以上であるということです。また７月と８月は

沖縄、奄美を除いて平年並みかやや低い予想だと出

されていますけれども、でも、とはいえ、不安はつ

きまといます。ことしだけでない、来年、再来年ど

うなるという、そういう話も出てきますので、もっ

と早くから取り組んでいればという言葉がもう一度

出ないように、しっかりと一般教室だけでなくて、

体育館やまた学童保育の教室の対策もしていただき

たいなと思います。 

 これ以上言わないほうがいいかもしれないですけ

ども、でも、学童保育の教室は昨年私が訪れたとき

には、本当に手元の温度計ですけども、40度を超え

る日が何回もあったと、そういうふうなことをおっ

しゃっていましたので、ぜひ気をつけていただきた

いなと思います。 

 それでは４番目に入ります。 

 エアコン設置はやっと進み始めましたが、それ以

外にも教育の充実を図るための諸条件の整備は必要

です。トイレの洋式化、床の乾式化、補助教材の充

実、特に、特別に対応が必要な子供への支援、そし

て教育施設老朽化への対策など、市の教育環境に対

する基本的姿勢についてお聞きしたいと思います。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） ただいまの質問にお答えを

します。 

 市の教育環境に対する基本姿勢といたしましては、

何よりも児童生徒に対する安全・安心な学習環境の

整備が、教育委員会における重要課題であるという

ふうに認識をしております。これは、昨年度も同じ

ような形で発言をさせていただきました、安全・安

心という事柄です。 

 その考えのもと、令和元年度と令和２年度につき

ましては、まずは新居幼稚園、岡崎幼稚園のこども

園化に向けた改修の中で、トイレの洋式化を進めて

まいります。また、新居中学校は本年度の外壁改修

に合わせて屋上の防水加工を実施し、雨漏りの修繕

を進めてまいります。そのほか、毎年各学校とのヒ

アリングの中で、補助教材の充実、備品等を含めて

ですけども、充実や支援員の適正配置等にも努めて

いるところであります。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） ありがとうございます。新居

幼稚園、岡崎幼稚園のトイレの改修とか、また新居

小の防水加工ですか、屋根ですね、中学、中学です

ね、済みません。中学校ですね。それが今年度の重

点的な教育施設の整備ということでよろしいですね。 

 本当にしっかりと基本姿勢に基づいてやっていた

だいてると思います。一つ、教育長にお聞きをした

いのは、多様性の教育についてなんですけども、価

値の多様性ですね、そういうことをどのような考え

を持っておられて、そして取り組みというものは進

んでいるのかな。その辺のあたりをお聞かせ願えま

すか。 

○議長（加藤弘己） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） ちょっと今の質問ですけど

も、価値の多様性、これ設備の関係でしょうか。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） 設備の関係では、基本姿勢に
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ついて、特別に対応が必要な子供への支援というと

ころに関係してくると思うんですね。価値観の多様

性というのはとても大事で、これ、いろんな子供た

ちがいるはずですね。そういう違う子供、違ってい

て当然なんだというような価値観の多様性をどうい

うふうに教育に持っていかれてるのか。その辺の考

えをお聞かせいただきたかったんですけど。 

○議長（加藤弘己） ちょっと待ってくださいね。

福永桂子さん、通告の内容と全然関連してないとは

言えませんけど、質問してる内容が違うので、ちょ

っと注意していただきたいなと思いますので。よろ

しいですか。通告の内容と食い違ってますので、そ

ういうことやりますと、どんどんどんどん広がって

しまいますので、通告の内容だけ質問していただき

たいと思います。よろしいですか。 

 教育長、答弁しますか。では。 

○教育長（渡辺宜宏） 今の質問についてですけど

も、特に対応が必要な子供への支援というふうな事

柄かなと思いますので、それについてお答えをしま

す。 

 これは国の決めもありますので、そういった事柄

で対応が必要な子供への指導については、特別支援

学級があったりだとか、そういったこともしますし、

市においては普通学級における、この特別に支援が

必要な子供については支援員等を配置しながら、な

るべく個人を大切にした教育に努めているところで

あります。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） 市の教育環境に対する基本姿

勢についてお聞きしているので、今の質問ぐらいは

いいのかなと私は思いましたけれども、ありがとう

ございます。 

 私は価値観の多様性、それが差別やいじめとか、

ひきこもりとか、また精神疾患などを救済すること

につながると思っているんですね。なので、先生方

も多様性を常に考えて、教育を行っていただきたい

なというのが私の趣旨です。 

 それでは５番目に入ります。 

○議長（加藤弘己） 以後、そういうちょっと外れ

た質問を控えてください。では次、５番どうぞ。 

○５番（福永桂子） ５番です。これからの日本を

背負う子供たちへの投資は、最重要課題だと思いま

す。湖西市は子供たちへの投資を積極的に行い、教

育に特色ある自治体を目指してはいかがでしょうか。

市の見解をお聞かせください。 

○議長（加藤弘己） 市長、どうぞ。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 まさに今議員がおっしゃられた子供たちへの投資

というのは、これは当然おっしゃるとおりだと思っ

ておりますし、言い方はともかくとしても、子育て

の支援だとか、教育の充実というのは、従来から予

算面でもそうですし、キーワードの職住近接の中で

も最重要事項として進めてきているということであ

りますので、今、教育長からもありましたけれども、

エアコンだったり、トイレだったりとか、雨漏りだ

ったりとか、そういうのも学校施設、教育施設です

ね、そういったところで計画的に進めているもので

あります。またそれ以外にも、やはり今一番の課題

は、また後で出てくるのかもしれませんが、湖西市

としては持続可能な発展のための人口減少対策であ

りますので、その中での子育て支援ということでは、

今言った教育施設以外にもソフト面で、高校生まで

の医療費の無料化だとか、こども園化を今一生懸命

加速して、ことしの４月には小規模保育園だったり、

来年４月には２つの、民間も含むこども園がオープ

ン予定、開園していただく予定ですので、そこへの

いわゆる市としての支援、予算面も含めて、一生懸

命やっているところです。 

 また、今予算で発表させていただいた奨学金の返

還支援といった、これからの世代がここに住んで働

いていただくための学生さんへの奨学金を借りてそ

して返済を市と企業で折半するような制度設計も行

っているところですので、こういった子供たち、将

来ある若者への投資というのは積極的にこれからも

行っていって、当然限られた予算は、一般会計でい

うと200億円という限られた予算があるので、そこ

をしっかりとバランスよく限られた財源を効果的に

使っていくということが当然必要となってこようか

と思いますので、教育そのものから外れるかもしれ

ませんが、先ほど教育長からもあった、安全・安心
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が第一ということで、昨今の交通事故など、状況を

踏まえて、道路とか通学路への歩道の整備だとか、

そういうものも重要だと考えておりますので、ハー

ド・ソフト両面で、必要な事業を確実に計画的に着

実に実施をしていきたいと。そして、定住の促進だ

とか人口減少対策につなげていきたい。湖西市の持

続可能な発展につなげていかねばならないというふ

うに考えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） ありがとうございます。若者

への支援、子育て支援、教育の支援、やっていきた

いということで、わかりました。 

 ただ、大変バランスよくされているということは、

お答えの中ではっきりとわかりますし、大変よいこ

とだと、進む方向はいいなと思っているんですけど

も、ただ、アピール度合いがどうなのかなというこ

とを考えたとき、湖西市は何を本当にアピールして

いくのか。アピール効果を何にするのかという、そ

ういうところなんですけども、バランスよく今のよ

うな政策というのは、無駄なお金を使うことにもつ

ながるのかもしれないと私は思うんですね。やるな

らこれを徹底的にやろうという、そういうことも意

義があるんではないかなというふうに考えます。 

 例えば、全国一、全てのトイレが、湖西市中の全

てのトイレがきれいで徹底しているというふうな、

そういうふうなことにすると、多分全国から注目浴

びるでしょうし、それを見に観光客もやってくるか

もしれない。そういうふうなことにつながっていく

と思うんですね。 

 それが、私トイレのこと言いましたけども、それ

は行政が本当に何をアピールするかの問題ですけれ

ども、そういうふうな考え方もありますので、その

あたり、どうお考えですか。何かこれをアピールす

るというものがあるかという。 

○議長（加藤弘己） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 どんな質問なのか、だんだんだんだんちょっと、

さっきの教育長じゃないですけれども、何と答えよ

うか、ちょっと今頭を一生懸命回転させてますけれ

ども。まず、今の御質問というか、御発言の中で、

無駄な事業があればそれは御指摘いただいて、やめ

ていく事業も当然あろうかと思いますので、これが

無駄な事業だというものがもしあれば、これは福永

議員に限らず、行政に対しておっしゃっていただけ

ればと思いますし、限られた財源を無駄なところに

使ってはいけないので、そこはチェック・アンド・

バランスも含めて、新しいことも含めて、やるため

には既存の事業のスクラップも進めていかなければ

ならないと考えております。 

 もう一つのアピールとか情報発信は、これはある

意味共通する部分が、共有というか、共鳴する部分

があって、これまでの湖西市は本当に非常にいいこ

とをやっていても、情報発信だとかアピールとか、

広報の部分で不足しているというのは、否めないの

ではないかなというふうに思いますし、これはテレ

ビとかの報道の方からも、今までそういった取り組

みに関して、アピール度が少ないというのは言われ

てきて、例えば最近では、観光交流の広報担当のほ

うから、そういった新聞とかテレビの方々への情報

発信の回数をふやして、定期的に行事予定など政策

も発信するようにいたしましたし、そういった、こ

ちらからのアピールとか情報発信の度合いはふやし

ているというふうに思ってますし、政策面でアピー

ルできることはしていきたいと思います。 

 ただ、本当にこの一、二年ぐらい、よく聞かれる

のは、湖西市以外の方から、浜松だったり、それ以

外の方もそうですけれども、例えば新聞とかで中

日・静岡新聞なんかで湖西市の話題、これは政策面

でもそうですし、イベントでもそうですけれども、

そういったものが非常に掲載回数がふえたというの

は聞きますし、湖西市はとってませんけれども、統

計上とられている市町村があって、静岡県内の市町

村からは、何で湖西市の記事がこんなにふえたんで

すかというのを聞かれたりしましたので、そういう

面ではさらにふえていくように、引き続き情報発信

はきっちりと、我々としても行っていきたいと考え

ております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） アピール度が低いなどいろい

ろな課題もきちんと捉えられて進めていかれてるよ
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うで、うれしいことだと思います。 

 ただ、本当に全体が中途半端にならないように、

これ、アピール、湖西市の特色はどこなのかという、

そのアピールをもっと頑張ってもらいたいと、それ

は私の印象と分析です。そしてそれが私は教育では

ないかなと思うので、この質問させていただきまし

た。教育環境がよくて、教育水準が高い、そういう

ところに若い世代が集まってくるのは、全国明らか

なんですね。なので、特に若い女性が質の高い教育

を求めて市町村を選びます。そして関心も持ってい

ます。そういうところで若い世代へのアピールとし

て、湖西市を選んでもらうことに教育に特色ある自

治体を目指せば、人口増につながるのかなと私は思

います。これでこの質問は終わります。 

 では次、地方創生人材支援制度についてです。 

 質問しようとする背景や経緯です。今、国を挙げ

て地方創生の取り組みを行っています。国では、人

口減少を食いとめることと東京一極集中の解消をす

るために、さまざまな対応をしています。地方では

地方創生３本の矢ということで、情報の矢、人材の

矢、財政支援の矢として地方を応援しています。 

 湖西市も将来は人口減少が予想されており、その

対応が求められています。本年４月には地方創生人

材支援制度を活用し、湖西市に経済産業省からの職

員の方においでいただいています。市の地方創生の

人材派遣の取り組みについての対応を確認させてい

ただきます。 

 質問の目的です。国から来られる人材の役割及び

目的について明らかにするとともに、人材派遣に対

する市の対応姿勢について明らかにして、積極的に

優秀な人材交流を進めてもらいたいという、それが

目的です。 

 質問の１に入ります。 

 湖西市の地方創生の対応状況はどうなっています

でしょうか。 

○議長（加藤弘己） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 地方創生というと本当に広い概念ですので、対応

状況も含めて話しだしたら幾らでもお話ができるん

ですけれども、極力そこはポイントを絞ってといい

ますか、もちろん今おっしゃったこの地方創生の人

材派遣制度もそうですし、そこはまた後で出てくる

のかもしれませんけれども、もともとやはり、何度

も申し上げているとおり、今の湖西市の取り組みと

いいますか、課題は、先ほど将来的な人口減少とお

っしゃいましたけれども、人口減少は既に湖西市も

始まっておりますので、早急にこの人口減少対策だ

とか少子化・高齢化の波を乗り越えるための対策は

せねばならないと考えております。 

 当然、国も今この地方創生の支援制度ということ

で、Ｕ・Ｉ・Ｊターンであったりだとか、それが定

住促進につながるためにということですけれども、

農業や環境だとか、そういったものをさまざまなメ

ニューで支援をいただいているところです。 

 その中でも湖西市として、概念として地方創生の

ために必要なのは職住近接、言いかえると、今湖西

市は所得がどうしても稼いだお金、工場や会社など

で稼いだお金が流出してしまっているので、これは

昼と夜の人口の差に起因するということですから、

今の人口が６万人であるのに、昼間は会社や工場で

約７万人の方が働かれていて、この分の働かれてい

る方々の給与だとかが近隣の市への所得や消費とい

うことで流出をしてしまっている。これを流出防止

をしていく、定住促進につなげることが、湖西市と

しての地方創生だというふうに考えております。 

 ですので、さっきの前の問いにもかぶりますけれ

ども、ことしの予算、従来からの予算としてのキー

ワードは、子育ての支援だったりとか、産業の振興、

雇用の創出、３番目が観光やシティプロモーション

という３本柱で進めさせていただいております。 

 中でも定住促進という意味では、ことしの10月か

ら住もっか「こさい」湖西定住促進奨励金というこ

とも行っていきますし、先ほど少し触れましたけれ

ども、奨学金の返還支援を企業とコラボレーション

して行うということを、来年の春から予定をしてお

ります。 

 そういったものを組み合わせたりだとか、当然、

もともとの行っているというか、従来から行ってい

るものづくりのまちとして４年後にはプライムアー

スＥＶエナジーさんが新工場の操業を一部開始され
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る予定にもなっておりますので、そういった産業の

振興、雇用の増加というものは、これはどの自治体

も取り組んでいて、なかなか苦慮しているところで

すけれども、幸いにも湖西市はそういった1,000人

規模での雇用の創出が予定されていますので、そこ

を生かして、雇用の創出に加えて定住の促進を進め

ていくということが必要だというふうに思っており

ます。 

 さまざまな取り組みは行っておりますし、新しい

取り組みも、これも限られた予算の中で進めていく

ことが必要だと考えておりますので、先ほど議員か

らも少し触れられました経済産業省からの人材も派

遣していただいてますし、この４月からは逆に湖西

市から初めて国のほうに、内閣府の地方創生推進事

務局のほうにも出向で行っていただいてますので、

そういった人材派遣も含めて、全ての施策なり、で

きることを総動員して、湖西市の地方創生の取り組

みを引き続き進めてまいりたいというふうに考えて

おります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） ありがとうございます。頑張

っていただきたいなと思います。 

 市長が定例会の挨拶におきまして、湖西の企業は

男性の割合が多くて、人口減少対策のためには若い

女性に就職してもらう、そういうふうな必要がある

というふうなことをおっしゃっていたんですけれど

も、女性の働きやすい職場づくりとか、働いてもら

えるような環境づくり、そういうふうなもののため

に、この地方創生ですね、人材の矢も含めた地方創

生、こういうものを使って特色を出してやっていく

というふうなことはお考えになりますか。 

○議長（加藤弘己） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 今議員おっしゃるのは、多分５月20日に静岡銀行

の経済研究所の山田部長なりが大変貴重な講演をい

ただいた中でも触れられたことだと思いますし、こ

れはほかのしんきん経済研究所でのレポートでも同

じようなレポートがあったということは、この前の

施政方針でも申し上げたところですので、これは、

当然湖西市と行政としても取り組みますけれども、

企業の中で非常に努力をされていて、今おっしゃっ

た、やはりここは製造業中心のまちですので、いろ

んな企業が今努力をされています。一般的に非常に

人手不足が叫ばれている中での、雇用は男女ともに

欲しいという中でも、特に今、女性の方の雇用とか、

希望とミスマッチがあると。需給のミスマッチがあ

るということも触れられておりましたし、その中で

どうしてもイメージとして自動車産業というものが

ブルーカラー的なイメージを持たれてしまって、本

当は例えば、個別の企業名でいいますと、例えばプ

ライムアースＥＶエナジーさんなんかは本当にクリ

ーンなルームの中で、きれいなクリーンルームの中

でホワイトカラー的な事業を行っているのに、イメ

ージとしてすごく肉体労働とかそういうイメージを

持たれてしまって、女性の応募者が少ないというよ

うなお声も企業からは聞いてますので、そういった

イメージの払拭といいますか、実際の仕事はこうで

すよということも含めて、そこは企業さんに御努力

をいただいておりますので、我々もそういったこと

を周知だとか情報発信をしていかなければならない

と思いますし、また企業によってもそういったＰＲ

の仕方、募集の仕方は違ってこようかと思いますの

で、女性の方々がどういったところに就職を希望さ

れていたりとか、どういったところで働きたい、ま

た一旦例えば御結婚や出産などで一旦休職されたり

退職をされたりして、落ちついたらまた働きたいと

いうのも、これは湖西市に限りませんけれども、そ

ういったお声がありますので、そういった就職とか

復職支援というものも全体的に、これまでももちろ

ん取り組んでいますけれども、そういったものも取

り組んでいかねば、これは行政と企業が連携をして

取り組んでいかなければならないと考えております。

以上です。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） たくさんおっしゃっていただ

いたので、ちょっとわからなくなってきたんですけ

ども、市長がおっしゃるように、本当に若い女性が

大切だという話もされていましたので、そういうと

ころに地方創生を投入して、やっていただけたらな

というふうな思いがあります。 
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 特に、働きやすい職場のためには、ハード面も必

要ですけれども、特にソフト面、ハラスメント対策

であったりとか、新人で入って、子育てで退いて、

それでもまた入って、そしてキャリアを課長、部長

へとつなげていけるキャリアプランとか、そういう

ロールモデルを置くという、そのようなソフト整備

が重要だと思うんですね。そういうふうなことも含

めて相談事業の中間支援の強化とか、またニセコ町

でリーサスを使用して政策立案のワークショップを

開催したというのを、私大変おもしろく読ませてい

ただいてるんですけども、そういうふうにリーサス

も利用したりして、ぜひこの女性の対策にも乗り出

していただきたいなと思います。 

 そして、それがやはり多様性を包み込んで、介護

や闘病をしながら働く人とか、また障害のある人、

ＬＧＢＴなど、多様な人が働きやすい職場につなが

っていくと思うんですね。だから女性だけではなく

て、そういう方への職場の環境にもつながりますの

で、ぜひ湖西市の本当に経済のパイを上げるために

も、ＧＤＰを上げるためにも、この女性へのかかわ

りというのを地方創生でぜひ頑張ってもらいたいな

と思うのが私の思いです。何かありますか。なけれ

ば次行きます。 

○議長（加藤弘己） 市長、どうぞ。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 今の御意見、先ほどからの地方創生の中で、当然

どれも重要な取り組みだと思ってますし、あえて答

弁させていただくとすれば、リーサスの活用は、こ

れは湖西市でも従来から行っていますし、今、先ほ

ど申し上げたような所得の流出なんかは、5,700億

円と3,300億円といったような、3,300億円が流出し

ているというような状況なんかは、リーサスなんか

で簡単に数字はとれて、つくれるもんですから、そ

ういったリーサスの活用なんていうのは従来からや

っていますし、これからも進めていきたいと。当然、

数字を示して今の課題を捉まえて改善をしていくと

いうことが重要ですので、もちろんリーサスに限ら

ず、先般の静岡銀行の経済研究所であったりだとか、

しんきん経済研究所のレポートもそうですけれども、

そういった客観的なお話を聞きながら、そしてソフ

ト面、ハード面、両方充実させていくことが重要だ

と思っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） ありがとうございます。ぜひ

その中に中間支援の強化も入れていただければうれ

しいです。 

 では２番目のほうに移らせていただきます。 

 人材派遣についてお聞きします。本年４月に経済

産業省から湖西市においでいただいた方に求められ

る具体的な役割及び目的は何でしょうか。また、人

件費は市の負担でしょうか。 

○議長（加藤弘己） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 先ほど来お話に出ております、今回の４月から経

済産業省から湖西市の産業振興課長として、地方創

生の人材支援制度を活用して派遣をいただきました。

北見課長につきましては、今回の派遣によって、も

ともと例えばまち・ひと・しごと創生総合戦略にも

書かれてますけれども、安定した雇用を創出するだ

とか、産業振興につなげていきたいという明確なミ

ッションがありますので、例えばその中で自動車産

業、製造業、こういったものづくりの既存産業の活

性化、例えば次世代の自動車産業を見据えた産業の

活性化でありますとか、次世代産業の中で、一つは

公共交通の取り組みは非常に重要になってきます。

きのうも出てきましたけれども、コーちゃんバスに

関しても、今従来型の路線バスから、デマンド型の

乗り合いタクシーの実証実験を行っているところで

すし、これから新たなトヨタ自動車やソフトバンク

の設立しましたモネ・テクノロジーズさんとの連携、

提携交渉も今行っていただいてるところですので、

そういったものを先進的な、経済産業省でのこれま

での御知見も生かしながら、さらにはここは今湖西

市で頑張ってそれを発揮していただくとともに、さ

らにこれからは経済産業省にもまた将来的には戻ら

れるでしょうし、戻ってからも湖西市との引き続き

の連携のパイプ役として、湖西市の産業活性化への

御知見をいただきたいというふうに思っております

ので、今回の湖西市の経験は、そういった産業の活

性化、公共交通も含めた産業振興につなげていただ
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きたいと思っておりますし、十分それに期待に応え

てくれるというふうに考えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 人件費のほう。 

○市長（影山剛士） ごめんなさい。人件費のこと

を、もうすっかり忘れてました。済みません。 

 人件費に関しましては、この制度上、どこの市町

村も同様ですけれども、各市町村の負担となってお

ります。湖西市の職員としてお越しいただいており

ますので、そこは人件費はどの市町村、ほかの市町

村と同様に湖西市の負担となっております。以上で

す。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） 産業振興に尽力尽くしていた

だけるということで、今考えてらっしゃるのは、公

共交通とかそういうふうな具体的なものというのは

あるんですか。具体的にこれにかかわってもらいた

いというのがあるのか。それとも今から見て、これ

からかかわっていただいていくという、そういうこ

とですか。 

○議長（加藤弘己） 市長。 

○市長（影山剛士） もともと、産業振興課で所管

をしているものは、当然産業振興課長として、これ

は当然工業だけではなくて農業や商業も含めて産業

振興にはかかわっていただく。全般として課の統括

も含めてやっていただくと思っております。その上

で湖西市の将来を見据えたものとしましては、今の

公共交通、コーちゃんバスを含めた公共交通のさら

に改善もそうですし、何よりも次世代産業の、これ

から先ほど少し触れましたプライムアースの新工場

設立等々もありますので、そういったさまざまな企

業とのかかわりの中で、御自身の御知見だとか力を

発揮いただきたいと考えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） ありがとうございます。せっ

かく専門知識を持って来られてる方なので、ぜひそ

の能力を発揮していただきたいなと思います。 

 では３番に入ります。 

 今回の派遣は２年間の期限があると聞いています。

地方自治と国では役割や仕事の進め方も異なり、苦

労されることも多いと思います。市としてのサポー

トについて、どうお考えでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 もちろん、せっかくお越しいただいたので、議員

もおっしゃるとおり、能力といいますか、お力を存

分に発揮していただきたいと思っておりますので、

そのための市としてのサポート、またそれ以外のサ

ポートも今用意をされているということですので、

順に申し上げますと、まずは湖西市としましては、

今回はちょうどタイミングも一緒だったんですけれ

ども、もともと組織改編を予定しておりましたので、

今回、産業部を設置するということで組織改編を行

って、従来からの市民経済部だとかさまざまな部署

に分かれていたものを産業部ということで統合させ

ていただきましたので、この産業振興のために能力

を十分に発揮していただきたいと思ってますし、そ

のためのサポートとしての、今産業振興課への職員

も、当然これは定期的な人事異動の中でですけれど

も、サポートする人材についても市の職員の職員配

置についても配慮をしたところであります。 

 また、国のほうでもこういった地方創生の人材支

援制度を十分に効果を生かすためということで、湖

西市に派遣が決まってから、研修制度があるのでそ

この研修を受けてこられたりだとか、これから年に

４回ぐらいと聞いてますけれども、こういった地方

創生の人材派遣で来られている方々が国に集まって

意見交換だとかそういった情報交換の会議が開催さ

れるというふうに思っておりますので、これは湖西

市であったりとか、派遣元である国、両方でサポー

ト体制ができているというふうに考えておりますの

で、引き続き能力を存分に発揮いただけるような体

制を、我々としても継続してまいりたいと考えてお

ります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） ぜひ、力を発揮するにはサポ

ートが必要ですので、ぜひお願いしたいなと思いま

す。また、研修も含めてコミュニケーションをしっ

かりとられて、職員全体で応援してあげてほしいな

と思っています。 

 では４番目に入ります。 
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 新たな人材は湖西市に新しい風を吹き込んでくれ

ると期待しています。従来どおりの行政運営から、

地方創生を目指し、積極的な姿勢が必要だと思いま

すが、いかがでしょうか。このあたりは既にお答え

くださっていますので、また、まだつけ加えること

があればお願いいたします。 

○議長（加藤弘己） 市長、どうぞ。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 まさに今までお答えしたことに尽きるといっては

あれですけれども、もちろん、ちょっと従来どおり

の行政運営というのが、私も概念的にはよく理解が

できないですけれども、とにかくこの令和の時代と

いいますか、将来に向かってのやはり持続可能な発

展に向けての行政運営はしていかなければならない

と考えておりますし、あえてつけ加えるとすると、

今の北見さんみたいに国からお越しいただいた方も

いらっしゃいますけれども、今回、先ほども触れま

したとおり、湖西市から初めて地方創生の推進事務

局、内閣府のほうに、今回、山下君に行ってもらい

ましたので、非常に今既に、担当が中心市街地の活

性化ということで、空き家の活用とか、そういった

ものを担当しておられますので、これは湖西市でも

空き家もありますし、さまざまな今全国での空き家

の活用事例だとか、これは例えばこの前も湖西市に

出張で来てくれましたけれども、ほかの自治体だと

かにすごく多く出張して、この前、片山さつき大臣

随行で出張したと聞きましたけれども、そういった

全国の好事例などを勉強していただいて、ぜひ湖西

市のこれからの施策に反映していただきたいなと考

えておりますので、そういった新しい取り組みも今

行いながら行政運営を行っていきたいと考えており

ます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） ありがとうございます。空き

家の活用など具体的なお言葉が出てきたことをうれ

しく思います。また、市長が本当に先ほどおっしゃ

ったみたいに、地方創生推進事務局に職員を派遣さ

れたり、民間病院からまた派遣職員を受け入れてい

らっしゃるということで、これらも踏まえて、来ら

れた人材、本当に専門性を生かしていただいて、そ

して２年間とか１年間とかいうそういう限られた任

期ですけども、目的を達して成果が上がることを私

は期待しております。これで私の質問は終わります。 

○議長（加藤弘己） 以上で、５番 福永桂子さん

の一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 次に11番 吉田建二君の発言

を許します。それでは11番 吉田建二君。 

  〔11番 吉田建二登壇〕 

○11番（吉田建二） 11番 吉田建二です。一般質

問をいたします。 

 湖西市は、市の将来像を「市民の誇れる湖西市」

を設定し、市民協働によってそれを実現しようと取

り組んでいます。そして、市民協働で目指すまちの

姿を７つ掲げ、その最初に、ひとが育つまちを挙げ

ております。その重点項目の一つに、多文化共生社

会を推進すると明記しております。 

 湖西市は製造業を中心とした事業所が多くあり、

ここで仕事をされている勤労者が多く、外国人労働

者も多い状況にあります。市の人口において外国人

の占める割合は、景気の動向によって一時減少して

いましたが、ここ数年、増加に転じ、平成31年にな

ってからも毎月増加しております。平成の最終日と

なる４月末日現在の外国人住民数は3,202人で、全

人口に占める割合は5.3％を占めており、まさに湖

西市は外国人の集中都市と言えます。 

 このことから、湖西市は日本人と外国人の間の垣

根を低くし、お互いに理解し合い、皆が住んでよか

ったと思える多文化共生社会のまちにしていかなけ

ればなりません。 

 このことを推進するために、市では湖西市まち・

ひと・しごと創生総合戦略や、湖西市多文化共生推

進プランを作成するなどして、その実現に取り組ん

でいますが、さらに多文化共生社会の実現に向けた

活動を推進させていただきたいとの目的で質問させ

ていただきます。 

 最初の質問です。湖西市多文化共生推進プランに

よると、地域社会、事業者、行政は、多文化共生社

会実現に向けたパートナーとして、それぞれの役割

を果たしていくとしていますが、行政は地域社会で
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ある自治会や自主防災会等へはどのような支援や働

きかけをしているのか、お伺いをいたします。 

○議長（加藤弘己） ここで一旦休憩をとりたいと

思います。 

 それでは暫時休憩といたします。再開は11時10分

とします。 

午前10時59分 休憩 

───────────────── 

午前11時10分 再開 

○議長（加藤弘己） 休憩を解いて、会議を再開し

ます。 

 吉田建二君の一般質問を続けます。吉田建二君へ

の答弁からだと思います。登壇して答弁をお願いい

たします。市民安全部長、どうぞ。 

  〔市民安全部長 小林勝美登壇〕 

○市民安全部長（小林勝美） お答えさせていただ

きます。 

 自治会や事業所に対する支援といたしましては、

毎月作成しております外国籍の方向けの広報こさい

であります「インフォルマチーボ」のポルトガル語、

スペイン語、優しい日本語版を希望に応じまして配

布をしております。また、自治会からの依頼に応じ

まして、通訳者の派遣を行っております。 

 自主防災会に対する支援といたしましては、年３

回の防災訓練時に外国籍の方の参加を求める自主防

災会に対しまして、英語、ポルトガル語、スペイン

語、中国語の４カ国語の参加案内を作成し、配布を

いただいております。 

 そのほかにも、外国籍の方に一日でも早く地域社

会の一員になっていただけるよう、自治会への加入

を促進したいというふうに考えておりまして、転入

届け出時に４カ国語に翻訳しました自治会への加入

案内も配布させていただいております。 

 今後も自治会や事業所等のパートナーとともに、

多文化共生社会の実現に取り組んでまいります。以

上でございます。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） ただいま答弁いただきまして、

自治会等へはいろいろな外国語で翻訳した広報、案

内等の配布が主ということで、一部要望に応じて通

訳者を派遣しているということであります。もう少

し積極的な動きがあればななんてそんな思いもあり

ますけども、２点目の質問に移らさせていただきま

す。 

 自治会など地域団体への支援や働きかけについて

は、ぐあいよくいってるでしょうか。幾つかの課題

があると思われますけども、どのような課題がある

のか。また、その課題の解消にはどのように取り組

んでおられるのか、その点お伺いをいたします。 

○議長（加藤弘己） 市民安全部長。 

○市民安全部長（小林勝美） 一部の外国籍の方か

らお聞きしたところによりますと、自国では日本に

あるような自治会というような地域活動になじみが

ないということを伺っております。あわせまして言

葉が通じにくいということもございまして、外国籍

の方の自治会への加入が少ないということや、地域

防災訓練等自治会行事等への参加が得られにくいと

いうことなど、外国籍の方と地域の方々との結びつ

きが希薄であるということが課題であると考えてお

ります。 

 地域活動を理解してもらうため、令和元年度は外

国籍の方を対象とした防災講座を検討しており、講

座の参加をきっかけに、少しでも地域の活動に理解

をいただき、自治会加入や自治会行事への参加に結

びつく方策を、今後も湖西国際交流協会を初め関係

機関とアイデアを出し合いながら実施していきたい

というふうに考えております。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 結びつきが大変希薄であると。

まさにその点が課題となっているように私も感じま

す。外国人対象の防災講座、計画していきたいとい

うことですので、ぜひその点を期待を申し上げます。 

 それでは３点目の質問をひとつお願いいたします。 

 外国人に対する指導ということで、外国人に対し

て市としてどのような支援や働きかけを行っている

のでしょうか。課題に対しての取り組みはどのよう

に行っているのか、その点についてお伺いをいたし

ます。 

○議長（加藤弘己） 市民安全部長。 

○市民安全部長（小林勝美） 外国籍の方に対する
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支援といたしましては、市役所、病院、小・中学校

への通訳の配置や通訳者の派遣、各種案内や行政サ

ービスをＳＮＳや２カ国語に翻訳しました広報紙、

これは先ほど言いましたインフォルマチーボという

ものになりますが、こういったもので情報提供を行

ってまいりました。また、新たな支援といたしまし

ては、平成31年３月末から４カ国語、これは英語、

ポルトガル語、スペイン語、中国語の４カ国語にな

りますが、こちらの言語に対応するごみ分別アプリ

の配信や、この６月１日からは外国人からの119番

通報に対応するための電話通訳システム、こちらは

17カ国語に対応しております。こちらのシステムも

導入をしているところでございます。 

 大きな課題といたしましては、やはり言語の問題、

それから自国と日本の文化との違いがあるのかなと

いうふうに考えております。外国籍の方に日本の生

活を早く理解していただき、なじんでもらうための

取り組みといたしまして、市の委託事業として国際

交流協会が実施する日本語講座「ちきゅうっこひろ

ば」と呼ばれるものや、日本語の理解が不十分な外

国人児童生徒が学校生活になれるよう専任の指導員

を配置しているところでございます。また、外国人

技能実習生に対しましては、湖西市商工会におきま

して日本の文化や生活習慣を学んでいただく機会を

設けるなど、関係団体の協力も仰ぎながら、今後も

継続して取り組んでいきたいと考えております。以

上でございます。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 今、いろいろなことを回答い

ただきました。その中で、もう少し突っ込んでほし

いなということがありますので、また次の質問でお

尋ねいたしますけども、特に生活文化意識の違い、

いわゆる外国人の方にもっと日本文化を学習してほ

しいというようなところが感じられる。それからも

う一つは、言葉が通じない、言語の問題ということ

を言っておられます。やはりその言葉が通じない。

それと協調性が少ない。つまりこういうようなこと

については、外国人の方にぜひ指導してあげてほし

い、また指導するのは誰が指導するのか、そういう

ようなところを少し見詰めてみる必要があるのかな

と、そんな感じを持っております。 

 その点について、関連してもう一点、今のにかえ

て質問させていただきます。 

 外国人に対して、日本で暮らすための基本的な事

項についての指導をして、そういうことを学習して

もらう。こういうことはとても大事ではないかなと

こんなぐあいに思うわけですけども、その必要性は

高いと考えておりますけども、行政としての認識は

この点いかがでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 市民安全部長。 

○市民安全部長（小林勝美） 議員おっしゃるとお

りで、やはり基本的なことを身につけていただくと

いうのは大変重要なことだと思っております。 

 例えば企業で直接雇用であれば、企業で雇用をす

るために受け入れるだけではなくて、企業において

教育をしていただけると一番いいなと思うところが

あるんですが、直接ではなくて間接雇用の企業がど

うしても多いというところで、人材派遣会社のほう

ではなかなかそこまでの指導がされてないのかなと

いうことを感じています。 

 国際交流協会においては、そういったこともやっ

ていただいたり、あとは先ほど言いましたように商

工会なんかで研修生として来ていただいたときには、

そういった指導をしていただいてるというところで

ございます。 

 今後、まだまだ入管法の改正などによりまして外

国人がふえていくというふうに感じておりますので、

行政でできることというのも今後考えていく必要が

あると考えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 今、部長から答弁いただいて、

外国人に対しての日本で暮らすための基本的な事項

についての学習をしてもらうことはとても重要であ

るというように認識してるというふうに私は受けと

めましたけども、それでよろしいでしょうね。 

 それではここでそのことを確認するようなことで、

ちょっと事例を紹介させていただきたいと思います。 

 ここで申し上げたいことは、１点目は外国人と日

本人の生活文化の意識が違うということであります。

この違いは、長い生活を通して身に着いたことです
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ので、すぐには変えられない、そういう難しさがあ

るということだと思います。 

 ２つ目は、この違いを埋めていく、解決していく

には行政の力が必要であること。自治会など地域社

会だけでは限界があるように感じるということでご

ざいます。国際交流協会などを含めた行政が中心と

なり、事業者、地域社会が連携して取り組む必要性

を感じるということでございます。 

 ３点目は、外国人との交流を深める。また意思の

疎通を図るには、言葉の障害があるということです。

この点については先ほど部長の答弁の中でもおっし

ゃっておられたこと。 

 この３点を特に強く感じたという事例を少し申し

上げます。 

 この事例は、約２年前の平成29年度のことです。

新興住宅地でこの町内は約120世帯余の住宅のうち、

外人世帯が15世帯という状況でした。約12％という

ことになります。外人家族は住宅を購入し転入され

てまいりました。持ち家で若干の庭もございます。

そこで、犬と猫を飼い始めました。留守のときは家

の中に入れていますが、夕方からほえ始めることが

多く、家の人が帰宅するまでほえていて、遅いとき

は９時ごろまでなることもあったということでござ

います。猫は近所の家の庭にふんをすることが時々

ございました。 

 近所が迷惑することから、自治会役員と近所の人、

それに本人とで話し合いを持ちました。本人からは

自分の家で飼っている犬だからほえても仕方がない。

犬はほえるものだ。猫のふんも自分が飼っている猫

なのか、よその猫だかわからないではないかという

ことで、話し合いはうまくかみ合わなかったという

ことでございます。 

 また、休日などに友人が来て、庭でバーベキュー

をすることもあったそうですが、大きな声や音楽や、

その音楽の音量が大きかったり、車が路上駐車だっ

たりするので注意すると、そのときは言葉が急に通

じなくなったりしたそうでございます。 

 いわゆる生活文化の違い、認識の違いということ

です。日本人は他人に迷惑をかけないように気を使

うが、外人の方は余り気にかけないようでございま

す。この件については、自治会役員が市の担当課に

相談して、対応策を検討し、対応していただきまし

たが、根本的な部分の改善には至りませんでした。

その後は周囲の人たちの忍耐により、表面的には落

ちついておりました。しかし、特に不満を強く感じ

ていた方は、自分の気持ちが穏やかになるところで

生活したいと、この平成30年度末には他の地区に転

居されました。 

 ここで質問をいたします。このようなことが起こ

らないように、多文化共生の社会が実現するように、

多文化共生のパートナーである地域社会、事業者と

連携して、行政は積極的にリードしてほしいと考え

ますが、いかがでしょうか。お尋ねいたします。 

○議長（加藤弘己） 市民安全部長。 

○市民安全部長（小林勝美） 具体的な事例でござ

いましたが、なかなか難しい問題だなというふうに

感じております。一軒家で住むということになれば、

これから長い間、日本に多分住んでいただける方と

いうことになると思いますので、本当はそういった

方とは自治会等を通じて、町内会組長とかという方

たちとうまくやっていただけると一番いいなという

ふうに感じております。 

 ただ、例えばですけど、アジア系の方だと研修生

の方が多くて、アパートに住んでいたりとか、人材

派遣が借りている宿舎にいたりというところで、行

政のほうで何かをやるということは当然大切なこと

だとは思いますが、またこの辺は自治会ですとか国

際交流協会などとちょっと知恵を出しながらといい

ますか、一朝一夕に解決する問題ではないと思いま

すので、知恵を出し合いながら今後また進めていか

なければいけないというふうに考えております。以

上です。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） これは市がどうしても市民の

皆さんに安心した生活を送ってもらいたい、そのた

めには何とか解決しなければならないんだという強

い認識を持つか持たないか。ここのところが大きな

ポイントだと思います。その点について、市長のお

考えが、もし答弁いただければお願いいたします。 

○議長（加藤弘己） 市長、どうぞ。 
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○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 もちろん、今議員おっしゃるとおりで、これは外

国籍の方、もしくは当然この地域住民、日本人の方

も当然ですし、その地域で快適に暮らすということ

は当然皆さんが望ましいことでありますので、当然

行政としてもすべきことは行っていく。ただ、行政

だけではなかなかこういった住環境だとか、騒音だ

とか、先ほど部長が申し上げたとおりのような文化

の違い、こういうものもありますので、そこは話し

合いを重ねていかなければならないと思いますし、

それには国際交流協会だったり、場合によっては当

然地元の自治会とか町内会もそうですけれども、さ

まざまな関係者に入っていただいたり、通訳さんだ

とか、そういったものも必要になってこようかと思

います。 

 行政としても認識を持って進めてまいりたいと思

っていますし、一つ、自分の事例として申し上げさ

せていただければ、僕は2007年から11年まで仕事で

中国の上海に住んでましたので、完全なそこは外国

人として住んでましたけれども、全然こんな自治会

もなければサポートしてくれる人なんて周りには当

然地域の共同体なんてありませんでしたので、例え

ばそこでは日本人同士のコミュニティーですとか、

そういうものを向こうの行政というか、そういうも

のも期待してたのかもしれませんけれども、そうい

った同胞同士の生活習慣とか溶け込むようなつなが

りというのは非常にありがたく感じましたので、こ

こでの外国籍の方々も非常にそこは、きのうの例え

ば浜松のケーブルテレビでも放送されましたけれど

も、ブラジル人のための子供たちへの塾だとか、そ

こに大人の方が来てるだとか、そういうものも、今

でもユーチューブでも見れますけれども、そういっ

た方々のお助けもかりながら、行政としてもそこは

一緒になって、ここでの多文化共生、どういったこ

とが必要なのかということは一緒に進めていかなけ

ればならないと考えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 今、市長から答弁いただきま

したので、ぜひお願いをしたいと思います。 

 それに関連して、最終的な確認になりますけども、

外国人に対する指導などは、市が直接行う場合と、

事業者、会社等ですね、会社等の事業者に依頼して

行う場合、また事業者や自治会などと連携して行う

ことが効果的な場合もあると考えますけども、行政

としての認識は、この点、今若干答弁ありましたけ

ども、どう考えておられるんでしょうか。市の立場、

それから､いわゆる多文化共生のパートナーである

地域社会、事業者、行政との連携、そこら辺の捉え

方はどんなぐあいに整理されて考えておられるのか、

そこら辺について認識をお尋ねいたします。 

○議長（加藤弘己） 市長、どうぞ。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 非常にそこは決まった答えというのはなかなか用

意できなくて、どうしてもケース・バイ・ケースで

しょうし、地域での生活の中でのことであればやは

り町内とか自治会さんと、だけで解決できれば一番

いいですけれども、行政が当然間に入ったりだとか、

先ほどの通訳さんだとか、場合によっては当然警察

だとかそういったものに入っていただくこともあろ

うかと思いますし、子供さんのことであれば教育機

関、学校だとか、そういったものが入ろうかと思っ

ております。これはどうしてもその個別のケースご

とに、誰々だけでというものではなくて、関係者が

必要なときに必要な方が集まれるような形にしてお

くことが重要だと思ってますので、日ごろから例え

ば国際交流協会さんだとか、もちろん自治会とかそ

ういう地域の自主防もそうですけれども、そういっ

た方とのコミュニケーションを、行政ももちろんそ

うですし、地域の方とのコミュニケーションはとっ

ていかないといけないというふうに考えております。

以上です。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） では次の質問にお願いをいた

します。 

 知らぬ同士の人が一緒に仲よくなろうというよう

なときには、男性であれば一杯お酒を飲みながら懇

親会をやるとか、いろいろな事業がございますけど

も、日本人市民と外国人市民が交流できる機会をつ

くっていくということは、大変重要だと思います。

そういうような事業を計画することが必要であり、
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幾つか実施されていますけども、主にどのようなこ

とに留意されて実施されているのか。その点につい

て、力を入れているところ、どんな点を留意して実

施されているのか。その点についてお尋ねをいたし

ます。 

○議長（加藤弘己） 市民安全部長。 

○市民安全部長（小林勝美） 交流機会の最大のイ

ベントとして、インターナショナルＫＯＫＯまつり

というものがこれまで５回開催をされてきました。

本年度からは市の委託ということで一緒にやらせて

いただくということになろうかと思います。 

 このＫＯＫＯまつりにおいては、各国の伝統芸能

の発表や体験コーナー、協力団体の展示ブースなど、

平成30年度におきましては1,700人の御来場があり

ました。会場では多くの日本人と外国籍の方との交

流が盛んに行われておりました。 

 また、日本や各国の文化に触れるという目的で開

催した料理教室、浴衣着つけ教室、国際理解など計

10回の講座や講演会には、平成30年度は延べ158名

の参加がございました。 

 これらの行事は外国籍の方も計画時点に参画して

いただいてると、それで実施をしているという点が

特徴でございまして、参加している日本人も外国籍

の方もともに楽しい時間を過ごし、交流していると

いう状況でございます。他市からこういったイベン

トに訪れた、これ多分ＫＯＫＯまつりのことだった

と思うんですが、そういったのに参加した外国籍の

方からは、日本人と外国人の方がうまくコミュニケ

ーションをとれていてうらやましいということで、

湖西市に住んでみたいというような声も聞かれるな

ど、大変好評でございました。こうした交流事業は、

今後も継続していきたいというふうに考えておりま

す。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） ＫＯＫＯまつりは私も数回参

加させていただいて、非常に皆さん方、和やかな雰

囲気の中で盛り上がってるし、いい雰囲気だなとそ

んな感じを持ちました。 

 ああいうような大がかりなものでなくて、もう少

し小さなもので、きめ細かくいろいろな交流事業も

あろうかと思いますけども、そういう点はどんなぐ

あいに計画されているか、そこら辺についてお聞き

したいなと思います。 

 関連して、少しお話を伺いたいと思います。 

 交流を推進する事業は、幅広い層の方に参加して

いただくためには行政が主導して、そして地域社会

や事業者に働きかけ、全体をコントロールして、行

政・地域社会・事業者が一体となった取り組みが成

果に結びつくと考えてると思います。大きな事業も

あれば小さな事業もある。でも、やはりそのリーダ

ーシップとコントロールは行政が主体になってると。

これは多文化共生のこの資料を見ていきましても、

多文化共生のパートナーというところで、行政は多

文化共生に関する啓発を行い、事業者・自治会・国

際交流協会などと連携し、より効果的な多文化共生

の取り組みを行うと。いわばリーダーシップをもっ

てしっかりと行政が引っ張っていくんだよと、こう

いうことですので、そういうところで、こういうと

ころは地域団体に、これは事業者に、これは行政と

一体となってと、こういうようなある程度の方向づ

けをつくって、そして推進していくことが大事では

ないかなと思うんですけども、ここら辺の今申し上

げた行政・地域・事業者が一体となった取り組みが

成果に結びつくと考えるけども、そこら辺のコント

ロールしていく、そこら辺の考えはどうかと、こう

いうことをお尋ねいたします。 

○議長（加藤弘己） 市民安全部長。 

○市民安全部長（小林勝美） 先ほど市長からも答

弁がございましたとおり、やはり行政だけというこ

とではなくて、自治会、事業所、一体となっていろ

んな場面で対応していかなければいけないというふ

うに思っております。 

 市としては、先ほど答弁しましたが、通訳ですと

か、そういったところの派遣、学校への通訳者の配

置とか指導員の配置とか、そういったことは行政で

やる。それから外国籍の方と日本人の交流という意

味では、そういったところは国際交流協会でやって

いただいてるというのが今現状でございます。行政

ではなくて民間のところでやるということで、いろ

んな交流の場面のいろんな機会を持っていただいて
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おります。 

 事務局員は３名、４名というすごく少ないんです

が、ＫＯＫＯ委員というボランティアの方たちが15

名から20名ほどおりまして、そういった方たちとか、

あと日本語の講座の先生方とか、そういった方たち

の意見を聞いて、毎年いろんな行事を考えていただ

いて、日本人と外国人の文化の交流を図っていただ

いたり、日本の生活の理解をいただいてるというよ

うな形で今やっておるところです。 

 だからといって、行政が何か逃げるとかそういう

ことではないんですが、機会を捉えて一緒にいろい

ろやっていきたいというふうに考えております。以

上でございます。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 繰り返しになりますので、で

は次の５番目の質問の中でいろいろまたお尋ねした

いと思います。 

 湖西国際交流協会についてお尋ねをいたします。 

 国際交流協会は、市民の国際感覚を高めるととも

に、外国の人々との教育・文化・産業などの多様な

交流を推進していく活動は、効果的な事業内容であ

ると理解しております。今後、自治会や自主防災会、

子供会など地域社会の参画を促進させるための事業

計画は、行政と国際交流協会の両者が情報や意見交

換を密にして共同で作成することが望ましいと考え

るが、いかがでしょうか。いわゆるここの分野は行

政が担当しますよ、ここの分野は国際交流協会等が

やってください、ここら辺は地域社会の自主防だと

か防災会のほうにも協力をお願いしますよと。こう

いうすみ分けのあれが必要になるし、その方向づけ

は行政がやっていくんではないかな、あるいはそう

やってやることが望ましいではないかなと考えるけ

ども、その点についてお尋ねをいたします。 

○議長（加藤弘己） 市民安全部長。 

○市民安全部長（小林勝美） 外国籍の方に地域社

会活動へより多く参画していただくため、市といた

しましては、在住外国人の生活相談・生活支援、日

本の理解を深めていただくための講座やイベントの

開催、多文化共生を担う人材の育成を、国際交流協

会のほうへお願いをしてまいりました。 

 また、国際交流協会も自主事業として、市や関係

団体の行事へ外国籍の方と積極的に参加をいただい

たり、独自の講座を通した日本語ボランティアの育

成や外国人児童生徒への学習支援などに努めていた

だいております。 

 ともに多文化共生社会推進に向けて、目指す方向

は一緒であるというふうに認識をしております。今

後もお互いの事業が効果的に実施されるよう、引き

続き国際交流協会と意見を交わし、一層の連携を図

っていきたいというふうに考えております。以上で

ございます。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 国際交流協会と連携を保って

やっていかれるということですので、その点を期待

をしてまいりたいと思います。 

 では続いて６番目の質問をお願いします。 

 国際交流協会と共同で進めている事業や、行政が

独自で推進している事業など、そういうような進行

管理はどのように行っているのか。特に問題はない

のか。あわせてお伺いをいたします。 

○議長（加藤弘己） 市民安全部長。 

○市民安全部長（小林勝美） 国際交流協会事務局

とは、委託事業の実施結果報告や今後の事業実施計

画の協議を行う月１回の定例会議を行うほか、役員

会や事務打ち合わせなど、随時こちらが出向いたり、

電話等で打ち合わせを行って、そういった機会を捉

えまして情報交換を行っているところでございます。 

 そうした中で、国際交流協会の会員増強など一層

の組織強化であったり、事務局体制の強化、事業推

進のための人材育成が課題であるというふうに伺っ

ておるところです。以上です。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 国際交流協会に非常に頼りに

するというですか、国際交流協会を高く評価してい

る。これは全く異論はございません。しかし、国際

交流協会に任せっきりといってはちょっと言葉が不

適切かもわかりませんけども、余りにそこのところ

に任せておってもどうかなと。やはり行政がかかわ

るところは非常にあると思います。国際交流協会の

設立の原点をちょっと確認をしてみました。 
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 第３次湖西市総合計画、平成２年度末に策定され

たものでございまして、計画年次は1991年から2000

年まで。ちょっと私、持ってきましたけども、これ

なんです。30年前のあれなんですけども。これを見

てまいりますと、その中にしっかりとうたってござ

います。 

 年次は1991年から2000年までの10年間、いわゆる

平成３年から平成12年まで。この計画によると、国

際化が進み、湖西市も産業活動を軸とした交流だけ

ではなく、市民レベル、文化レベルでの多面的で多

様な国際交流のあり方が問われ、これらの多様が課

題となっていると。それで、計画の中のこの資料を

見てみますと、いわゆる外国人の転入も年々多くな

っている。この総合計画の第３次がつくられた５年

前の昭和60年１月１日現在は、外国人の人口が100

人でした。それから２年後の昭和62年１月は179人、

さらに２年後の昭和64年、平成元年になりますけど

も、１月が276人、その１年後は、いわゆる平成２

年の１月は799人ということで、１年で523人が増加

してると。いわゆるこういうぐあいに外国人が増加

している。こういうような中で、いわゆる国内交流、

国際交流が進めていく必要があるということがうた

われております。 

 そのページは、153ページにこうやって載ってお

りますけども、この計画によると、第３次計画の中

で国際交流を進めることを定め、まず国内交流の推

進、いろいろな地域があるけども、その地域ごとの

幅広い交流を進めていこうということ。そして２番

目が国際交流、いわゆる外国の人々との相互交流を

深めるため、国際交流協会の設立を促進し、その諸

活動を支援していくことにより、地域社会における

交流の輪の拡大を図ると。３つ目は国際意識の涵養

ということで、市民の国際理解を高めていこうと、

こういうことが表記されています。 

 いわゆる２番目の国際交流の推進の中で述べられ

たとおり、国際交流協会は多文化共生社会を推進す

るために交流活動を行う団体が必要であるという方

針から、行政が呼びかけて誕生させた団体でありま

す。したがって、行政が活動を応援していく立場に

ある。いわゆるともにそこの団体と進んでいくと、

こういうぐあいのことが大事であるというように理

解をいたします。いわゆる行政は生みの親であって、

立派に育ったからもう手放すのではなくして、しっ

かりと見守って、活動の充実を図っていく。このこ

とが大事だと私は認識するわけでございます。 

 そういう意味におきまして、６番目の質問で今、

進行管理のことを伺いました。そこら辺について、

いま一度、私はそのように考えるということについ

ての見解をお尋ねいたします。 

○議長（加藤弘己） 市民安全部長。 

○市民安全部長（小林勝美） 議員おっしゃるとお

りで、昭和の時代から、もう令和の時代になりまし

て、今もう、当時から比べると物すごく人数が、外

国籍の方の人数がふえているというのは認識してお

りまして、今後もふえていくであろうということは

考えてるところでございます。 

 当然、繰り返しになりますが行政だけではできな

いところもありますし、事業所だけにお任せしたり

とか、国際交流協会だけにお任せするというような

ものではございませんので、やはり同じ市民として、

日本人も外国人も関係なしにといいますか、行政と

してはやっていかなければいけないということでご

ざいますので、課題はまだこれから考えていかなけ

ればいけない、解決していかなければいけないもの

はありますが、できるところから今やっておりまし

て、例えば先ほど言ったごみアプリ、やはりごみの

出し方というものも外国と日本では違うということ

もあって、アプリ、やはり今外国人の方は余り紙と

いうよりも携帯を使って情報交換をする。ＳＮＳを

使って情報交換をするということもありますので、

そういったところの充実ですとか、行政がやれると

ころはやっていきますし、あと協働で一緒に自治会

の方たちと考えてやっていかなければいけないとい

うところもありますので、その辺一緒にまた考えて、

パートナーの皆さんと一緒にやっていきたいという

ふうに考えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 今、パートナーの人としっか

り連携をとってやっていきたいと、部長から答弁い

ただきましたので、その答弁をしっかりと受けとめ
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させていただきます。 

 それでは最後の質問、お願いいたします。 

 現在、活動拠点としている施設の市民活動センタ

ーは、手狭で国際交流協会が自由に使用できないた

め、不十分であると感じております。 

 そこで、交流活動の核となる活動拠点を整備する

ことが重要であると考えます。仮称、多文化共生セ

ンターを早期に整備することが、多文化共生社会の

推進成果を上げるためには急務であると考えるが、

いかがでしょうか。お伺いをいたします。 

○議長（加藤弘己） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 今の前の質問になりますけれども、吉田議員から

も国際交流協会の設立経緯だとか、そこは歴史的な

ものも含めて丁寧にお話をいただきまして、ありが

とうございました。多分、昭和の終わりとか平成の

頭ぐらいというのは、僕も中学生ぐらいでしたけれ

ども、その当時やはり急に外国籍の方がふえていっ

たというのはすごく印象に残っております。そして

今、30年以上たってみると、また今新たな波が起こ

っていて、これは改正入管法もそうですけれども、

ここに来られる、今住まわれている方々の国籍も、

だんだん変化をしてきているということだと思いま

す。 

 当然今、先ほど吉田議員からもあった3,202名、

これは４月末だったと思いますけれども、の内訳的

にも、これまではブラジルの方が一番多くて、ペル

ーが２番目、そこは変わっておりませんけれども、

３番目が今までは中国の方が３番目だったのが、今

はベトナムの方が第３番目になって、その次も、ベ

トナムの次はフィリピンの方、そして５番目に中国

が来て、それでインドネシアという形で、やはり外

国人の方の実習生の方々がふえているのかなという

ふうに思いますけれども、ここに湖西市に住まわれ

ている方の国籍も、こういった多様かつ変化をして

きているというふうに認識をしております。 

 その上で、今おっしゃった多文化共生センター、

これは現状で申しますと、今の国際交流協会さんは、

あそこの市民活動センターですね、鷲津駅の近くの

エミーナの中に事務所を構えていただいてますけれ

ども、当然、私も何回も行くたびに本当に恐縮しま

すが、非常に手狭というか狭くて、例えばこういっ

た外国籍の方からの相談場所だとか、さまざまな活

動、２階ももちろん会議室だとか使ってはいただい

てますけれども、非常にそういった場所の確保も、

それ専用のものでもありませんので、御苦労をおか

けしているというのは十分認識しているところであ

ります。もちろん、そのイベント等々は、ＫＯＫＯ

まつりなんかはアメニティでも行っていただいたり

とか、さまざまな公共施設も御使用をいただいてお

りますけれども、これは今の湖西市の公共施設の整

備計画というか再編計画にものっとりながら、その

中でしっかり考えていかなければならないと思って

ますので、今、吉田議員からも、過去にも何度も御

質問もいただいている市民交流のための複合施設、

これを今具体的な話し合いを、設計に向けての話し

合いを文化協会さんだとか自治会さんとも話し始め

ましたので、その中でも国際交流協会さんの御要望

もおありでしょうし、そういった新しい市民交流の

複合施設を利用される方から御要望を伺いながら、

どういったところにどういうものが必要なのか。中

身とそういった機能が、御意見を伺いながら進めて

いきたいと考えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 前向きな答弁、市長からいた

だきました。ありがとうございます。 

 私は、別に新しい施設を建てるということだけで

なくして、どこかの施設の一部をこういうことに位

置づけすることによって、いわゆる多文化共生社会

の推進が少しでも前に進んでいけば、そして本当の

真の外国人と日本人との融和のある、交流のある、

安全でそして豊かな生活が実現できるではないかな

と、こんな思いでお願いしているわけでございます。 

 多文化共生社会の推進を図るということも、こう

いうぐあいにどこかに施設を設けるということはと

ても重要な要素ですので、その実現に向けて、さら

に積極的に取り組んでいただくことを大きく期待し

ていることを申し上げまして、私の一般質問を終わ

ります。ありがとうございました。 

○議長（加藤弘己） 以上で、11番 吉田建二君の
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一般質問を終わります。 

 少し早いようでございますが、ここでお昼の休憩

をとりたいと思います。再開は13時00分といたしま

す。よろしくお願いします。 

午前11時51分 休憩 

───────────────── 

午後１時00分 再開 

○議長（加藤弘己） 休憩を解いて、会議を再開い

たします。 

 それでは、17番 神谷里枝さんの一般質問を許し

ます。どうぞ。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○17番（神谷里枝） 17番 神谷里枝。通告書に従

いまして一般質問を行います。 

 最初に、地域公共交通施策についてであります。 

 湖西市総合計画では「市民が誇れる湖西市」を将

来都市像に掲げ、都市計画マスタープランでは集

約・連携型の都市構造の構築を目指しています。こ

れら上位計画が目指す将来都市像の実現を支える交

通将来像は、平成29年５月、持続可能な公共交通網

の形成を図るために地域公共交通網形成計画が策定

され、多様な公共交通が相互に連携し、市民の生活

行動や来訪者の観光交流などの移動ニーズに応じた

公共交通ネットワークを形成することで、誰もが安

全・安心・快適に移動できる交通環境が充実した暮

らしやすいまちを目指し、事業進捗を図られておる

ところでございますが、利用したくても不便ゆえに

コーちゃんバスを利用しない、できないと感じてい

る市民感覚と、費用対効果を望む行政サイドの思い

がうまくかみ合わず、ことし10月より９便も減便す

ると公表され、湖西市の地域公共交通施策は悪循環

に陥っていると感じ、市長の公共交通施策に対する

方針をお伺いいたします。 

 質問１点目。広報こさい６月号によりますと、昨

年12月からことし３月まで、さらなる利用促進を図

るためＰＲしたとのことですが、どのような内容だ

ったのかお伺いいたします。 

○議長（加藤弘己） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。産業部長。 

  〔産業部長 長田尚史登壇〕 

○産業部長（長田尚史） お答えします。 

 昨年６月に開催しました湖西市公共交通会議にお

きまして、需要に応じた住民の生活に必要なバスに

ついて審議しました結果、コーちゃんバスの１日の

平均乗車数について、２人を目標として、条件を満

たさなかった場合には廃止も含めて見直しを行うこ

とが決定されました。それを受けまして、市のほう

でも各便の存続に向けたＰＲを実施して、利用促進

を図ったという状況でございました。 

 具体的な取り組みとしましては、昨年９月から２

回に分けて、「コーちゃんバス、ピンチ！」という、

ちょっと過激かもしれませんが、チラシを作成しま

して、市内の主要なバス停17カ所と市内の７施設へ

の掲示を行いました。また、湖西いきいきクラブ連

合会、社会福祉協議会、湖西・新居両商工会に対し、

チラシの配架等をお願いして依頼をしてまいりまし

た。加えまして、湖西市の自治会連合会と市内の包

括支援センターに対しましてもチラシの配布と周知

をお願いしたほか、ＪＲ鷲津・新所原駅では職員に

よりチラシの配布等も行ってＰＲしてまいりました。

またさらに市民の皆様への周知として、広報こさい

のほうにも２回ほど掲載をいたしまして、利用促進

のＰＲに努めてまいりました。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 御答弁ありがとうございます。

「コーちゃんバス、ピンチ！」という、人目を引く

ような題目でチラシをつくってＰＲしてくださった

ということなんですけども、私も、広報こさいに２

回掲載されたということですけども、余り目にとま

っていなかった記憶があって、大変申しわけないか

なと思います。 

 ただ、利用促進を図るということでは、利用して

いない人へのＰＲを重点的にやっていかないと、な

かなか利用促進が図られていかないかなという思い

があります。自治会とか、社協に置いたりとか、商

工会等に配架させていただいたということなんです

けども、置いておいただけではなかなか効果が出に

くいのかなという思いもあります。あと、駅でチラ

シの配布も行われたということですけども、担当課

として、こういったＰＲの方法で何か感じ取ったこ
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ととか、またやはり余り効果が上がらなかったので、

今後はもう少し改善をしてみたいと思うような点は

ございましたでしょうか。いかがでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（長田尚史） 先ほど説明しましたが、

乗車するバス停とかその辺はもちろんＰＲもさせて

もらいましたが、それ以外にちょっとあらゆる方面

へということで先ほども申しましたが、いきいきク

ラブ連合会ですとか、実際に乗ってるか乗ってない

かはわかりませんが、広くの方へ周知するという形

で先ほど申しました方法で周知を図ってまいりまし

た。 

 それが市民の方全員にというのはなかなか難しい

かなというところもありますので、そういう方法も、

今後もこういう利用促進については同じようにＰＲ

してまいりたいと思いますので、いい方法があれば、

あらゆる方法で皆さんにＰＲしたいというふうに考

えてます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） わかりました。何でもそうで

すけども、情報発信しているほうは一生懸命いろん

な手だてで情報発信してると思うんですけども、や

はり受け取る側の状況によって違ってくるので、大

変難しいところかなというのは私も感じ取っており

ます。 

 では次の質問に移ります。 

 ２番目。御高齢の利用者から、踏み込みステップ

がないと乗りづらいよとか、芸術祭など催し物が開

催される土日もコーちゃんバスを運行してほしいと

いう声をお聞きします。またこういった声を聞いた

ときは、私も当局へ届けております。こういった声

をどのように受けとめ、対処しようとしたのか、お

伺いいたします。 

○議長（加藤弘己） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 今議員からあったようなお声は、私もいろんなと

ころからお伺いすることもありますし、もちろん間

接的に、直接・間接と両方お伺いをしております。 

 その上で事実関係から申し上げますと、コーちゃ

んバスにつきまして、今７路線のうちの６路線、７

分の６が低床バスという形でなっております。いわ

ゆる床面と乗降口が段差が低いというものを使用さ

せていただいておりますので、ここは高齢の方だと

か障害のある方だとか、そういったものに対しては

配慮をさせていただいております。 

 残り１つの鷲津循環線のほうは、今の、神谷議員

も地元なのでよく御存じかと思いますけれども、い

わゆるワゴン車ですね、10人乗りですけれども、ワ

ゴン車で運行しておりますので、現時点ではここに

踏み込みのステップ、今おっしゃったステップがな

いということですので、これはことしの７月中、来

月中ですね、７月中にはこういったものが装備とい

いますか、車両に付加された車両を導入する予定と

既になっておりますので、これは来月には導入した

いと考えております。 

 もう一点の土日ですね。これはおっしゃるとおり

で、今は平日運行とさせていただいてますので、や

はりこういったお声は聞くこともありますけれども、

現状、乗り合いのやはりバスですので、不特定多数

の方が利用するということで、そういったイベント

への対応に関しては非常に難しいので、例えばイベ

ントに特化したような貸し切りバスだとか、そうい

った手配を主催者だとか参加者の方だとか、当然市

の主催だったら市のほうでそういうことを手配する

こともありますけれども、会場への移動手段の確保

というものは、主催者等々にお願いをしているとこ

ろです。もちろん、平日だけでなく土日もコーちゃ

んバスをとか、祝日も含めてですけれども、運行、

走らせてほしいと、利用していると、例えば施設に

通う方だとか、そういったところも複数回お声を聞

いたこともありますので、全体的にそうなんですけ

れど、どうしても路線バスというのはもう限界に来

てますし、これは遠鉄バスさんだとか地元の民間事

業者さんもおっしゃってますし、市としても、逆に

今の利用者数が少ないという観点は、利用していた

だければいいし、ＰＲに努めてますけれども、逆の

観点から、市民の方は空気を運んでいるだとか、い

つまでそういうような空気を運ぶバスを走らせるん

だというようなお声も同様にいただいてますので、

この両面から検討した上で、例えば土日に関しまし
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ても、今の申し上げた費用対効果だとか事業者さん

の体制も含めた上で、今実証実験を行っているデマ

ンド型の乗り合いタクシーは、そちらを土日にも運

行させるようにするだとか、今実証実験から区域の

拡大に向けて準備を進めておりますので、その中で

走らせられたらいいなということで考えていきたい

と思っているところです。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。もう

以前からこの踏み込み台が欲しいというのは確かに

鷲津循環線でした。でも、今いい御答弁をいただき

ましたので、早速御意見をいただいているところに

も報告したいと思います。ありがとうございます。 

 では３番目に移ります。 

 以前、やはり見直したときに、湖西病院を利用す

る患者数に影響が出たと思うんですけども、今回の

見直しによる悪影響の心配などはないのかお伺いい

たします。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（長田尚史） コーちゃんバスの路線や

時刻表については、年３回開催しています評価改善

委員会において、利用者数や費用対効果等を踏まえ

た評価を行っております。湖西病院のバス停での乗

降客数の状況でございますが、平成29年10月から平

成30年９月までの１年間で、１万653人と前年に比

べ2,102人の増加になっております。ここ数年、乗

降客数が伸びていることから、今回の減便に対して

は利用者には影響ないという結果になっております。 

 なお今回の減便については、先ほど申しましたが、

利用者の少ない便、２名以下という評価のほうをい

ただいてる夕方の便であるため、湖西病院のほうの

患者数には特に影響はないというふうに考えており

ます。ただ、その上で実施してからも毎月各バス停

の乗降客数などについては、影響があるのかないか

とかということも含めまして、今後もしっかり推移

を確認してまいりたいと思っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 今のところ影響がないという

御判断でしたけども、そうしますと、もともと外来

の受付というのは午前中ですよね。だったらもっと

早く見直しができたんではないんでしょうか。どう

でしょうか。そこを私は以前から感じ取っていたん

ですけどもね。 

○議長（加藤弘己） 市長。 

○市長（影山剛士） その点も含めてお答え申し上

げますと、利用者数が少なかったりだとか、当然便

数も含めた見直しというのは迅速に行うべきだと思

っています。 

 ２点あると思うんですけども、１点目は、このコ

ーちゃんバス含めた公共交通というのは、国の定め

みたいですけど、公共交通会議というのにかけない

といけなくて、非常に、余り副市長が委員長なので、

横にいて恐縮ですが、副市長が悪いんでなくて、会

議そのものが融通がきかない会議なんですね。開催

の日が決まってるとか、それにかけなくてはいけな

いとか、そこを何とか改善したいとは思ってるんで

すけれども、現状そういう制度になっているという

ことで、その会議にかけてから、さらに周知を、さ

っきの議員おっしゃった周知をしないといけないと

か、どこどこに届をしないといけないとか、そうい

った手続が非常に時間がかかるので、早く見直した

くて、見直しそのものは進めていても、外部要因も

含めてどうしても時間がかかるということは、個人

的にもすごくもやもやする点はあるんですけれども、

そういう手続も含めたものであることは御容赦いた

だいて、当然、中身としての便数だとか、どこが多

くどこが少なく、どうやったら利用してもらえるか

とか、利用されていない費用対効果の分は改善しな

くてはいけないというのは、不断に見直しは行って

いかなければならないというふうに考えております。

以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。なか

なか思うようには進まないということでございます。 

 そういった中でやはり北部とか南部に住んでいる

人たちは、一番生活をしていく中で病院・通院と買

い物が困るよという意見が大変多い状況であるんで

すけども、例えば以前から私が考えていることは、

湖西病院のほうで送迎バスなりを持って行うとか、

逆に公共交通でも医療を目的、目的を絞った路線の



８６ 

バスをつくるとか、そういった方法もあるのではな

いかなと思うんですけども、その点、いかがなんで

しょうか。 

○議長（加藤弘己） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 きょう、病院事業管理者が不在なので、僕のほう

でお答えしますけれども、湖西病院に関しても、今、

きのうの質疑だったかでお答えしたとおり、地域包

括ケア病棟に向けた取り組みも今月から開始するな

ど、新しい取り組みも始まっています。もちろんそ

れ以外の透析だとかも固定というか必ず週に何回か

いらっしゃるような方々もおられますし、ほかの病

院、例えば浜名病院さんでも、全部ではないですけ

れども、そういった送迎の、一部、これも全部では

なくて、一部の方々を対象にした送迎というのは行

われてますし、ほかの病院でも行われていると聞い

てますので、今回、地域包括ケア病室も始まりまし

たので、そういったどの目的で来られる方だとか、

どういった診療科目で必要なのかというのも分析し

た上で、導入できる部分は研究した上で進めていき

たいと考えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。やは

り今病院の経営が大変だということは重々承知して

いますけども、だから以前ちょっと立ち話的に病院

関係者と話をしたりしたと思うんですけども、やは

りそうすると余計経費がかさむよというようなこと

でございましたけども、やはり一般会計から繰入金

を出しているということ等を鑑みますと、やはりそ

ういった市民サービスの向上ということにおいては、

私はある程度本当にしっかりと検討していっていた

だきたいなと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。ありがとうございます。 

 では４番目の質問に移ります。 

 地域公共交通網形成計画は、平成29年度から令和

３年度までの計画期間となっておりますが、これま

での事業進捗と評価をお伺いいたします。済みませ

ん、文章の中では令和２年になってますが、正解は

令和３年でございますので、お願いいたします。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（長田尚史） 今おっしゃられました地

域公共交通網形成計画につきましては、地域の現状

や公共交通の状況などを踏まえまして、持続可能な

公共交通ネットワークの形成を図ることを目的に策

定したもので、議員おっしゃられましたように平成

29年度から令和３年度までの計画となっております。 

 この計画では、誰もが安全・安心・快適に移動で

きる交通環境が充実した暮らしやすいまちの構築を

目指して、課題や目標を設定し、それらを達成する

ための事業やスケジュールを定めております。さら

に、事業の進捗や効果を評価するために、評価改善

委員会を市に設置しまして、事業を適正かつ効率的

に実施する仕組みとして導入しているところでござ

います。 

 計画では、コーちゃんバス等につきましては現行

のサービス水準での運行をできるだけ継続するとさ

れておりますので、基本的にはサービスの低下にな

らないように努めております。ただ、乗車人数の向

上ややはり効率的な運行やダイヤの編成などの課題

がありましたので、路線の短縮であるとか鷲津循環

線の新設など、幾つかの改正や利用向上のＰＲなど

の改善を経て現在に至っております。委員会の中で

は、事業のほうは適切に実施されているという評価

をいただいているところでございます。 

 ただ、また今年度は５カ年の計画の３年目という

ことになっておりますので、中間評価を実施する予

定でおります。その評価をもとに必要に応じてやは

り計画の見直し等も検討してまいります。以上でご

ざいます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） まず、全体的な評価としては

事業が適切に実施されていて、ある程度一定の効果

がありましたよという捉え方をされているというこ

とですね。 

 そういった中で、この地域公共交通網形成計画が

ちょうど３年目なので中間見直しを行うという御答

弁でございました。この中間見直しは、いつぐらい

に、今年度をかけて行うということでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（長田尚史） おっしゃられるとおり、
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今年度かけて中間の評価をいただいて、その上で見

直しを図っていくということになると思います。以

上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） そうしますと、この令和元年

度においては、特に地域公共交通網形成計画におい

ては新たな課題とか目標といったものはいかがなん

でしょうか。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（長田尚史） 先ほど申しましたように、

３月の公共交通会議で減便のほうとかそういうもの

をしましたので、改めて実績を経て公共交通会議の

中でことしの目標を諮っていくということになると

思います。 

 また、評価のほうは今年度やりますが、やはり見

直しの計画についても交通事業者であるとか地元の

皆さんの公共交通会議の中で意見を伺った上で見直

すということになりますので、少しタイムラグがあ

りますが、一番可能な最短の範囲で計画変更等を検

討したいと思います。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 今最短の範囲内で行っていく

ということでしたけど、例えば先ほども質問のとこ

ろで、最初の質問の中身でしたか、９便減便するよ

ということがございました。例えばその減便した分

をこういったさらに市民サービスを向上させるほう

へ持っていくとか、逆に私はこういった声が公共交

通会議の中で市民代表の方たちから意見が出ている

のかなというのがちょっと疑問に思ってるんですけ

ども、その辺いかがでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（長田尚史） 今回の減便につきまして

は、より効率的、安全にバス運行事業を実施するた

めに検討したという結果でありまして、このために

ほかの経費に捻出するための減便ということではご

ざいませんので、御理解いただけたらと思います。 

 ただ、公共交通会議の中では、市民代表の皆さん

に、やはりコーちゃんバスピンチという内容でちょ

っとびっくりしたよと、あとは利用率がやはり２人

以下のものがこんな形であるんだよとかいう御意見

はいただきました。 

 利便性の低下を招くのではという御意見もいただ

きましたが、減便の対象となっている便の利用者の

ほうは、先ほど言いましたように２名以下で使われ

ていないということと、大きな影響はないので今後

の計画進行のためにも半年間の啓発期間を設けまし

て、対処していくということでございますので、御

理解いただけたらと思います。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 先ほどの減便する部分も、そ

れをほかに回すのではなくて、より効率的にという

御答弁でございましたけども、本当に今、昨日も質

問がありましたけども、市民にとっては使用料とか

利用料等の値上げがあります。そういった中でこう

いったことが不便だよということでお願いをしてい

る事業の中において、減便するというのであれば、

本当に少額かもしれませんけども、この減便した部

分をさらに皆さんが移動しやすい手段のために、こ

ういうふうに使いますよというようなことのわかり

やすい説明があってもいいのかなという感じはいた

しております。 

 それこそ、先ほど市長の答弁で、７月から鷲津循

環線の中も一応踏み込み台を検討してくださる。そ

ういうためにちょっとこういうほうをちょっと減ら

すことによって後づけになるかもしれないんですけ

ども、何かそういう考え方もあってもいいのかなと

いうのが一点と、要するに市民公共交通会議で今回

見直しもされていくというところでは、市民代表の

方からも湖西市民の意見が十分届けられているとい

う解釈でよろしいんでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（長田尚史） 後段の質問のほうですが、

御意見のほうはその都度聞いておりますので、その

中で、公共交通会議の中でも疑問にお答えして、経

過も報告してるという状況でございます。 

 また、先ほどの減便の分をということでございま

すが、昨年から南部地区、白須賀地区でデマンドの

乗り合いタクシー等も試行して、効果が出れば実際

に実施という方向でございますし、また北部のほう

でもその検討を進めていくということで考えており
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ますので、コーちゃんバスだけが公共交通でなくて、

そこを補完する便、そういうものも含めて全体の中

で考えたいというふうに思っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 副市長。 

○副市長（田中伸弘） 済みません、今の産業部長

のほうの少し補足で、公共交通会議の開催の委員長

ということもあるもんですから、その面で少し補足

をさせていただければと思います。 

 今、産業部長のほうからいろいろとお話をさせて

いただいたところであるんですけども、公共交通会

議の中でも、私のほうからも委員の皆様方に申し上

げているのは、一つは皆さんごらんになったと思う

んですけども、湖西市内の資金のお金の流れみたい

な表を見られたことがあると思うんですけども、そ

の中でもやはり市民の方のお買い物とかそういった

ものというのが、ほかのまちで使われていて、湖西

市内ではなかなかお金が回ってないんだよというお

話もさせてもらったと思います。そういったとこに

も触れさせていただきまして、コーちゃんバスとか

デマンド型のタクシーとか、そういったものを使い

ながら、市内の病院とか市内のそういったスーパー

ですとか、そういったところを利用していただくこ

とによりまして、市内でお金が回っていくというよ

うに、そういった副次的な効果も生まれればいいな

というところはお話をさせてもらってるところであ

りまして、そうしますと、今の公共交通の予算とい

うところだけとりますと、コーちゃんバスの予算、

大体年間7,000万円台くらい、市が一般財源を使っ

て負担をしている。若干国庫が入ってると思うんで

すけども。そういった中で、それが妥当かどうかと

いうところになってくることでありまして、さっき

言いましたように、市内でお金が回るようになって

いれば、移動手段として市が7,000万円を負担する

のも、それもありなのかなという意見もあると思い

ますけども、一方で現状では、そういった7,000万

円を負担しながら、じゃあコーちゃんバスに乗って

くれる人がどのくらいいるかというところで、いっ

ぱい乗ってくれて、そのくらい赤字が、赤字という

か、負担をしていれば、いいのかもしれないですけ

ども、人も乗ってくれなくて、それで負担額もだん

だん年々ふえているという、そういったところであ

りますので、この辺を何とか解決しないといけない

ね、それについていろいろと公共交通会議のほうで

は、国の機関とか県の機関、もろもろの方が委員と

して参加していただいてますので、そういった意味

で大所高所からの御意見も頂戴しておりますし、ま

たは市民の方の代表の方からも御意見を頂戴してる

というところで、みんな、委員の皆さん一緒になっ

て、どういったことで市民の足を確保するのがいい

んだろうかということで、みんな頭をひねっている

という会議でございまして、その中でもいろいろと

国庫補助をいただきまして、いろいろな調査をやっ

たりとかというところも毎年やっていますので、そ

ういったデータとかも使いながら、より市民の方が

乗っていただけるような公共交通、コーちゃんバス

に限らず、デマンド型のタクシーですとか、そうい

ったいろんな手段で市民の足を確保していくという

のを考えているというところでございます。以上で

す。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん、よろしいです

か。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。真剣

に取り組んでいただいてるということは承知をいた

しております。 

 そういった中で、一定の効果があったということ

でございます。一定効果があった。３年目に当たる

から中間点で見直しをしますよという御答弁でした

けども、そういった状況の中で今年度から所管を企

画部から産業部に移管した目的というのはどういっ

たことなんでしょうか。お伺いいたします。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） お答えいたします。 

 まず、組織編成をするに当たりまして、市全体の

バランスをまず担当部としては考えます。そうした

中で、今まで市民協働課、昨年度までですね、が、

この公共交通というものを扱っておりました。それ

をことしの２月に全協のほうで皆さんにも御説明さ

せていただきましたが、市民協働課を解体、廃止し

て、いわゆる企画部を少しスリム化という目的もご

ざいました。企画部のほうには職住近接、これは全



８９ 

部署にかかわることでありますけど、その中でも特

に企画部のところに担うものが非常に多かったもの

ですから、市民協働課を解体いたしまして、そして

市民安全部のほうに男女共同、あと多文化共生を持

っていき、そしてもう一つの公共交通、これを産業

部に持っていったわけです。 

 今年度としましては、まず産業にも力を入れたい

という目的もございました。今後の公共交通、やは

り現時点ですとコーちゃんバスがどうしてもメーン

になってくるかと思いますが、今後の公共交通を考

えるに当たりましては、あらゆる輸送システム等を

考えていかなくてはいけないのではないかと。企業

との連携等もありますし、また国の経済産業省と国

土交通省は連携して将来の自動車社会を見据えたい

ろいろなことを考えております。そうした意味でも

先ほどの福永議員の質問にもありましたけど、我々

ははなから経済産業省のほうに、この公共交通を含

めた人材を派遣していただきたいという形で要望し

ており、産業部に力を入れるという形で、いわゆる、

市長の答弁にもありましたけど、次世代の自動車産

業を見据えた中では産業部に公共交通を持っていく

のが一番適任と思い、配置をいたしました。以上で

す。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。当局

のお考え、わかるんですけども、そもそも市民の移

動の足の確保ということを考えたり、本当に公共交

通は地域住民が守っていかなくてはいけないとか、

モビリティマネジメントなんかでもよく言われてる

ことなんだと思うんですけども、そこら辺で今回湖

西市のほうは将来的なことも考えて産業をとった。

先ほどの副市長の御答弁でもお話を伺っていて、そ

う思ったんですけども、そもそも民間さん、既存の

路線バスが撤退または廃止する地域で、それと同じ

ような別の交通機関を導入して、その経営が困難を

きわめるということは間違いないことだと思うんで

すね。それを考えますと、ある程度そこで公共交通

なら公共交通で収支が合うとかではなくて、やはり

ある程度この湖西市の地形を考えますと、車がなく

ては生活しづらい地域ということは間違いないと思

います。高齢者による事故等が頻繁に多発している

という状況等を考え、湖西市に住み続けていただき

たいというんであれば、やはり地域の事情を加味し

て考えると、ある程度個人だけではなくて、一般会

計からも多少は導入して、市民が生活しやすい環境

を整えていく、移動手段を確保していくということ

は、重要なことではないかなと思うんですね。 

 だからそもそも私は、コーちゃんバス初め公共交

通の確保といったときには、まずは市民というのが

一番核にあるかなと思っていたものですから、今回、

こういった産業部のほうに持っていったというとこ

ろでは、ちょっと心の中でうまく合致しなかったん

ですけども、あくまでもこれは機構改革の中でこう

いった形で進めていくということですので、そこは

承知をして、それこそ頑張ってやっていただきたい

と思います。 

 そういった中で、一人一人が自動車の利用習慣か

ら脱却していかないと、なかなかバスの利用もふえ

ていかないということがあると思うんですけども、

そういった部分もこの産業部のところでそういった

モビリティなことも一生懸命これからは進めていく

ということでよろしいんでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 所管が例えば産業部だからとか、まずは企画部だ

からとか、市民安全部だからということで市民の側

に立つ立たないではなくて、何のためにやるかとい

うことで、それは公共交通であって、きのうの御質

疑にもありましたけれども、移動手段を確保すると

いうことが大前提での業務ですので、そこは別に産

業部だからそれをやらないといってるわけではもち

ろんありませんので、そこは誤解のなきようにと思

ってますけれども、その中で今のモビリティマネジ

メントなり、産業部で進めていくということに関し

ては、これはやはりコーちゃんバスだけが今議論の

俎上に上がってるようですが、さっき副市長も言っ

たとおり、全体で考えていかなければいけないと思

っています。かつ、コーちゃんバスなり、路線バス

はもう本当に限界ですので、これはどこの自治体で

も苦労されていますけれども、路線バスを続ける部
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分は続ける部分としてあるかもしれないですが、や

はり利用率が低いだとか、どうしてもそこでカバー

できない部分に関しては、路線ではなくて、ドア・

ツー・ドアのデマンドの、今白須賀で実証実験をし

ているデマンド型の乗り合いタクシー、これはおか

げさまで利用者数だとか乗り合い率もふえてますの

で、今お願いしている遠鉄タクシーさんが投入する

車両数をふやしてくれるとか、そういうお話も今聞

いてるところですし、そういった費用対効果も含め

て、かつサービスをしっかり維持できるような、移

動手段が確保できるようなものを進めなければいけ

ない。また、きのうの御質問にもありましたような

高齢者の移動手段というのは、このコーちゃんバス

だったり、デマンドだけではなくて、ボランティア

の方々にお願いするような移動支援もあるかもしれ

ないですし、それも含めて地域ごとのニーズを踏ま

えた上で役割分担をそれぞれしながら進めていかな

ければならないと思ってますので、当然、そこへの

市としての一般財源というか、当然そこは財源の投

入はあると思っていますので、一番効果的かつ効率

的に進めていくというのを複合的に組み合わせて、

モビリティマネジメントを行っていきたいというふ

うに思っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。公共

交通なくしてはなかなか地域の経済発展もあり得な

いと思うんですけども、そういった中で今立地適正

化計画のほうも進んでいってるわけですけども、例

えば部によってこだわることではない、市民サービ

スに影響が出るものではないという今の市長の御答

弁でしたけども、立地適正化計画をつくっていく上

では、この公共交通網関係というのは切っても切り

離せないものだと感じているんですけども、その辺

の連携とか、また今回、こだわって申しわけないん

ですけども、産業部ではなくて都市整備部でもよか

ったんではないかなと私は感じたりするんですけど

も、その点、いかがでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 そんなに産業部でなければいけないとか、どこで

なければならないというのは、これはいろんな御意

見があろうかと思いますけれども、立地適正化計画

の観点からいうと、今立地適正化計画もやはり都市

計画的な観点ですので、都市整備部でつくっていた

だいてますし、ただそれは健康福祉部に関係がない

かというと大いに関係があるものであって、さっき

言った公共交通もそうですし、さまざまなそれは市

全体の計画に本当に次の総合計画にそのまま反映す

るようなものが立地適正化計画にできてくるという

ふうに僕としては考えています。もちろん、立地適

正化計画が万能なわけではないですし、立地適正化

計画はあくまで手段ですので、それに伴ったいわゆ

る行政としての都市整備を進めなければいけないわ

けですけれども、その中では都市計画はしっかり都

市整備部が中心となって進めていただく。今回の公

共交通初め、コーちゃんバスを初め公共交通部門に

関しては、産業部で企業との連携であったりだとか、

次世代の自動車産業との連携を重視して進めていく

と。さっき経産省からの職員ということもありまし

たけれど、それにとどまらず、やはり次世代型の自

動車産業と連携して進めていく部分が、今の時点で

は親和性というか、関連性が大きいということで、

まずは産業部のほうに企画から移管をさせていただ

いたということを申し上げておきたいと思います。

以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） わかりました。ありがとうご

ざいます。 

 そういった中で、来訪者の観光交流など、移動ニ

ーズに応えていきたいということでありますけども、

例えばこういった観光ルートの検討とかそういった

こともこの公共交通会議のメンバーの中でやはり検

討されていくんでしょうか。そういったところに観

光協会の方とか、商工会の代表の方は入ってると思

うんですけども、その辺はどうなんでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（長田尚史） まずは地域の特色に合わ

せた公共交通ということで、地域の住民の皆さんの

意見を尊重しながら、公共交通のあり方を検討して

いくというのが主な目的になります。ただ、その中
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でより効果的な活用ができるパターンであるとか、

そういうものもあれば観光に則したルートというこ

とも可能かと思いますので、例えば本当にこれから

そういう今度の評価の変更があったときに、ここに

そういう意見が出れば、その辺も含めて、観光も含

めた中で計画づくりを変更していくということも可

能かと思います。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 観光に関しましては、やはり

このメンバーに入ってない地域の方でも今後湖西の

観光を盛り上げていきたいと考えてる方もいらっし

ゃったりするものですから、何かそういった市民の

声が届くようなことがあるといいなと思いまして伺

ってみました。ありがとうございます。 

 そういった中で、デマンドタクシーは今うまくい

っているよという評価でよろしかったでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（長田尚史） 現在は南部地区、白須賀

を中心に全域に広げまして試行的に進んでるところ

でございます。一度議員全員協議会のほうにも利用

率とかを公表させていただきましたが、現在のとこ

ろ、そこが徐々に伸びてきてるということで、ある

程度効果的なものになってきてるなというイメージ

はあります。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。スタ

ート当初はちょっと苦しかったかなと思ったもので

すから、その後いかがかと思いましてお聞きしまし

た。定着してくればやはり使い勝手がふえてくると

いうことで、わかりました。ありがとうございます。 

 その中でもう一点、今のところに関係してですけ

ども、やはりモビリティマネジメントをもう少し有

効に活用するといいますか、効果分析などを図って

積極的に活用していってはどうかなと思うんですけ

ども、副市長、その辺いかがでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 副市長。 

○副市長（田中伸弘） それこそ、公共交通会議の

中でも効率的というか、効果的というか、先ほど議

員のお話にもありましたけども、観光の要素もとい

うところもあるんですけども、やはりどの地区も、

どの地区といいますか、湖西市以外の市町でも、や

はり課題となっているのは路線バスの廃止ですとか

で、廃止したので逆にコミュニティーバスを走らせ

てみても余りというようなところというのは、うち

に限らず全国的に首都圏以外のところの地方のまち

はどこでも抱えている、頭の痛い悩みかなとは思っ

ております。 

 そういった中でいろいろな今後の公共交通という

意味では、先ほどの立地適正化計画というのもある

んですけども、そことももちろん産業部は都市整備

部と連携を図っていくということで、立地適正化計

画のほうは市内の５地区ですね、地区と地区を結ぶ

ようなのが、それが公共交通だという位置づけで、

どういった使い方をしていけばいいのかというとこ

ろの中で、こういった産業部のほうもいろいろと一

緒になって知恵を出していくというところでありま

す。 

 もう一つは、これは次の御質問にもかかわってく

るとは思うんですけども、やはり今までバスとかタ

クシーにしても、運転手さんがいないといけないと。

当然ながらにそうなんですけど、そうするとそこで

バスの便数をふやしたりとかというと、それなりに

運転手さんの数も確保していかなくてはいけないと

いうところがあるんですけども、そこがなかなか今

バスの運転手さんになり手がないとか、そういった

ところもお聞きしていて、それはうちに限らず全国

的なことだと思います。そうした中で今後いろいろ

と自動運転ですとか技術が発達していくと、いわゆ

るライドシェアというんですか、乗り合いバスとい

うか、そういったものも本当に自動化されてくるん

ではないかと。そうすると運転手さんというか、人

件費的なものがだんだん必要なくなってくる部分も

出てくると思います。 

 そうした中で、10年後こういった公共交通のあり

方というのは、かなり変わってくるんではないのか

なという思いはありますので、この過渡期をと言っ

ていいかどうかわからないんですけども、この時期

をいろんな、毎日、新聞なんかでもいろいろと公共

交通というよりも自動運転とかもろもろの記事とい

うのは載ってますので、そういったものを注視しな
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がら、湖西市に合った公共交通のあり方というのを

みんなで考えていければなと思っております。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。そう

いった中でやはり住民の意識の醸成も図っていくと

いうことも、必ず酌みしてやっていただければなと

いう気はいたしております。 

 ではこの表題の最後の質問に移ります。 

 ５番目。広報こさい５月号に掲載されました、新

会社モネ・テクノロジーズとの提携内容と、今後の

地域公共交通施策についてお伺いいたします。 

○議長（加藤弘己） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 今、もう前の質問等々でも少し出てきましたけれ

ども、モネ・テクノロジーズさんは、改めて申し上

げますと、今般、トヨタ自動車さんとソフトバンク

が中心になって、もうかなり協力企業はふえておら

れますけれども、共同出資ということで、やはり次

世代の自動運転を中心に、いわゆるそれだけではな

いんですけれども、これまでの自動車という移動手

段だけではなくて、さまざまな付加価値をつけると

いうことで、よく横文字でマース、マースと言われ

てますけれども、モビリティ・アズ・ア・サービス

ということで、本当に移動手段だけではない、車の

中で生活空間というか、さまざまな付加価値をつけ

るということをうたわれて設立をされたと認識して

ますし、ことしの２月、３月ぐらいには、モネ・テ

クノロジーズさんが湖西市にお越しいただいたりだ

とか、３月には東京での博覧会というか、発表会に

も出席をさせていただきました。 

 その中で、モネ・テクノロジーズさんとしては、

今副市長からもあった車両の自動運転、よく誤解が

あるんですけど、今すぐに無人運転をするというも

のではなくて、今のところは運転手さんというか、

イメージとしては飛行機の操縦士さんのように、自

動運転はしていながら、何かのときには手動に切り

かえて手動でもできるというような、そんな今は段

階だというふうに聞いておりますけれども、あくま

で基本は自動運転をしながら、将来的にはもちろん

無人化をしていくということだと思いますが、そう

いったとにかく自動運転を行っていったりだとか、

あとはほかの地域で今モネ・テクノロジーズさんが

始められているのは、スマホのアプリを使った予約

とか配車をするシステム、今はデマンド型の乗り合

いタクシーも、お電話をいただいて予約するという

システムですけれども、これが簡単なアプリとかで

自動的にアプリを操作いただければ、予約だとか配

車ができるというようなシステムだとか、そういっ

たものも今御提案をいただいております。さらにそ

の付加価値ということでは、車の中にコンビニエン

スストアのようなお店、無人のコンビニだとか、さ

らには移動式で、今湖西病院とかほかの病院でも、

医療関係の検診車とか用意されてますけれども、そ

ういった検診車の簡易版みたいなもので、健康診断

だとか医療行為が車の中でも受けられるといったよ

うな、単なる移動手段だけではない、さまざまな付

加価値をつけたサービスを御提案をいただいている

ところです。 

 今の時点では、このモネ・テクノロジーズさんと

打ち合わせを重ねている段階ですし、ちょうど議会

をやっている間も、きのうですか、モネ・テクノロ

ジーズさんとも打ち合わせをさせていただいたとい

うところですので、この今申し上げたことを中心に、

どこまでまずは湖西市で実証実験をしていただくか。

当然これは全てをモネ・テクノロジーズさんがやっ

ていただくわけではなくて、当然、湖西市としての

負担分もあります。これはほかの今先行して始めて

いる愛知県の豊田市だとか、横浜だとか、広島県の

福山だとか、そういったところでも同様のことをさ

れていますので、湖西市とモネ・テクノロジーズさ

んが中身をどれで、どういうような連携をしていく

かというのは、またこれから詰めた上で発表ができ

ると思っておりますけれども、そういった付加価値

をつけた市民の皆さんの移動手段の確保、かつ付加

価値をつけて店舗だとか医療だとか、そういったさ

らに便利なものになるような形で実証実験を続けて

いきたいと思っております。 

 またこれは、いわゆるコーちゃんバス的な公共交

通だけではなくて、企業の方々、例えば新所原駅か

ら各会社への今通勤のシャトルバスも多く走ってお
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られますので、そこの中への導入も含めて、今各会

社への御説明だとか、そういうところも段階的に始

めているところですので、そういったところへも、

これは通勤の中での利便性の向上ということも含め

て、導入を考えていきたいというふうに思っている

ところです。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 御答弁ありがとうございます。

今それこそ企業アクセスのこともお聞きしようと思

いましたら、今市長のほうから、こういったモネ・

テクノロジーズさんと提携をしようとしていく中で

企業も巻き込んで検討しているということを伺いま

した。理解できました。 

 これは今いろいろ検討をしている段階ということ

でありますが、そうしますと時期的にはどのくらい

から実証実験がスタートされていくんでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 なかなかこれはまだ未定というのが正直なところ

ですけど、当然できるだけ早期に始めたいと思って

おりますけれども、今申し上げたようなモネ・テク

ノロジーズさんからの御提案であったりだとか、で

は湖西市との役割分担、企業との役割分担はまた企

業とのということで、次の段階なり、企業との個別

の御相談になろうかと思いますけれども、その協議

が整い次第だとか、湖西市としても予算の確保が必

要になってきますので、どれぐらいの付加価値をつ

けたサービスに対して、どれぐらいのお互いの費用

分担があるかとか、その辺の詰めさえできれば、で

きるだけ早期に発表して、実証実験そのものを始め

ていきたいと考えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） わかりました。実証実験、そ

ういったいろんな下準備等が必要、また予算の確保

も必要ということがわかりました。 

 そうしますと、そこへ行くまでの間として、現時

点、市長が考えておられます湖西市における公共交

通の提供のあり方というのは、簡単明瞭にどういっ

たものを考えている、例えばデマンドタクシーとコ

ーちゃんバスとか何か組み合わせて、そういった辺

を簡単明瞭にお答え願います。 

○議長（加藤弘己） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 簡単明瞭になかなか難しいんですが、今までのよ

うな路線バス中心から、デマンド型乗り合いタクシ

ー、または地域のこれから高齢者移動支援も始まり

ますけれども、そちらが中心にシフトしていくんだ

ろうと思っております。もちろん、路線バスが全て

なくなるということは考えておりませんで、必要な

ところは残した上で、デマンド型の乗り合いタクシ

ー、いわゆるドア・ツー・ドアが中心になっていこ

うかと思っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） わかりました。路線を全部な

くしてしまうわけにはいかないと思いますので、デ

マンドを中心に湖西市の市民の足の確保を図ってい

くよということで理解させていただきました。では、

この質問を終わります。 

 では２点目の質問に入ってよろしいでしょうか。 

 幼児教育・保育の無償化についてであります。 

 幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向け

た方針が、平成30年12月28日、関係閣僚の合意のも

とに制定されました。幼児教育無償化の制度の具体

化に向けた方針は、ことし10月に予定されている消

費税増税分を財源として実施されようとしています。

幼児教育・保育無償化については、本来は歓迎され

るべき無償化だと思いますけども、本当に幼児教

育・保育を行っている家庭の子育て支援策となるの

か、また自治体にはどのような財政負担が生じるの

か、余りにも不透明でございます。 

 そもそも消費税の増税実施も２回も見送られた経

緯があり、国次第ではありますけども、不安要素が

拭い切れない状況でありますので、そこで無償化の

概要や問題点が懸念されることを含めまして、現時

点で明確になっている内容を確認させていただきた

いと思います。 

 質問の１点目。無償化について、現時点で決まっ

ている制度の内容をお伺いいたします。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（鈴木 徹） お答えをいたします。 
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 去る５月10日に、改正子ども・子育て支援法が国

会にて可決・成立いたしました。 

 この法改正によりまして、10月１日から幼稚園・

保育園・認定こども園・小規模保育所・事業所内保

育所・認可外保育施設等を利用している３歳から５

歳までの子供と住民税非課税世帯のゼロ歳から２歳

までの子供の保育料、障害児の発達支援施設やファ

ミリー・サポート・センター事業の利用料等がそれ

ぞれ無償化されるものです。 

 また、保育の必要性の認定を受けた幼稚園児が、

幼稚園の預かり保育を利用した場合、利用した１日

につき450円を上限に預かり保育料から控除される

というものでございます。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 今回、無償化になる対象は、

まず３歳から５歳の子で、幼稚園・保育園、それか

ら認可外の施設とか、ファミリーサポート、それか

ら障害児の関係で、あと病院の関係、院内保育所も

対象になるという解釈でよろしいですか。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（鈴木 徹） 院内保育所、うちだと湖

西病院とかあるわけなんですが、現在、先ほど言い

ました認可外保育施設の中にその事業所内保育とい

うものが含まれておりまして、それが市内には４つ

あります。その４つとも全て対象になります。以上

でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。 

 預かり保育も今、日に450円が無償化になるとい

うことでよろしいですか。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（鈴木 徹） 簡単に具体例を挙げて申

し上げますと、幼稚園を利用されているお母さんが、

公立幼稚園ですと２時半に閉園となるわけなんです

が、５時半まで延長保育というものをやってまして、

最長で３時間になるわけです。１時間250円なもの

ですから、３時間お子さんを預けると750円という

形になります。そこから上限が450円ですので、750

円から450円を引いていただいて残りの300円ですか、

それが自己負担という形になります。以上でござい

ます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） そこまでわかりました。 

 この預かり保育というのでは、湖西市は長期預か

り、夏休みとかそういうのもやってますけども、こ

れも十分対象になるわけでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（鈴木 徹） まだちょっとそこまで具

体的な内容が私のほうもちょっと理解しておらない

んですが、恐らく今、新居のほうでやってる緊急一

時とかあるんですが、あの辺は対象にはならないと

いうふうに聞いてるもんですから、夏休みの長期と

か一時預かりは恐らくそれと同じ扱いになるのかな

というようには考えておりますが。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 本当に駆け込みでスタートし

ていくような。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（鈴木 徹） 済みません、お話の途中

で。今、夏休みの長期保育は対象になるということ

で今お話がありましたので、済みません、申しわけ

ございません。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 夏休みの長期保育も対象にな

るということで理解できました。ありがとうござい

ます。 

 そして、こういった制度に変わりますよというこ

とを、対象の世帯への情報提供というのはどういっ

た状況になるんでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（鈴木 徹） マスコミ等々でもかなり

広がってるもんですから、10月からの幼稚園の無償

化というものについては皆様御理解をよほどしてい

ただいてるとは思っております。 

 そういった中で各園でも、そういったことはＰＴ

Ａの総会とか父兄さんの集まりでは、今回10月から

の無償化についてはお話のほうは十分させていただ

いてますので、昨日の答弁でも述べさせていただき

ましたように、実際ことしの４月の申し込みなんか

はかなり前年と比べてふえておりますので、情報的
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には皆さんのところには十分、今回の無償化につい

ては御理解いただいてるものと考えております。以

上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） そうしますと、改めての通知

などはしないということなんでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（鈴木 徹） 改めての通知といいます

と、先ほど言いましたように、各園での御父兄の集

まり等あるもんですから、それについてはまたそう

いったものがあるたびにはお知らせしていきますけ

ども、また広報とかそういったものでも、担当課の

ほうで検討しまして、何かいいお知らせみたいな形

で知らせることができれば、その辺も中でちょっと

検討はしてまいりたいとは考えております。以上で

ございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） きのうもあったかと思うんで

すけども、やはり今まで保育料として給食の主食な

りなんなりを含んでいて徴収されていたという部分

の中で、保護者のほうはひっくるめて保育料だよと

かと思っていて、それが全て無償となると思う方も

いらっしゃるかなと思うんですね。改めてしっかり

保育料が幾らで、給食費、主食なり副食費が幾らで

としっかり明細があって確認できている方はよろし

いんでしょうけども、自分ももう早とちりなタイプ

なもんですから、無償化というと何でもただになっ

ちゃうのかなという気もしないでもないものですか

ら、そういった誤解を招かないためにも、ある程度、

現在例えば１万なら１万、保育料としていただいて

います。そのうちの給食費が4,500円なら4,500円で

す。残り5,500円は無償になりますけども、4,500円

はこれから実費徴収になりますよというような、何

かちょっとそういった配慮というか、きめ細かな対

応をしてあげたほうがいいんではないかなと思うん

ですけども、いかがでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（鈴木 徹） 今お話にありました給食

費の関係なんですけど、今は幼稚園会計の給食会計

というので、湖西市でいう公会計、歳入歳出伴わな

い、そこから外れてる分、幼稚園独自の会計として

今保育園なんかはやっておるんですが、これからこ

ういった形で無償化になりますと、現在、今湖西市

のほうで検討しているそれを公会計といいますか、

歳入として御父兄の方からいただいた、ちゃんと予

算立てをして業者の方に支払いをするという形にシ

フトしていく準備を今してますので、それも含めて

今は御父兄の方には通知をして、連絡をするように

はしております。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） お願いします。 

○議長（加藤弘己） 質問の途中ですが、ここで休

憩をとりたいと思います。神谷さんよろしいですか。 

 それでは暫時休憩とします。再開は14時20分とさ

せていただきます。 

午後２時07分 休憩 

───────────────── 

午後２時20分 再開 

○議長（加藤弘己） 休憩を解いて、会議を再開い

たします。 

 17番 神谷里枝さんの一般質問を続けます。神谷

里枝さん、どうぞ。 

○17番（神谷里枝） では２番目の質問に移ります。 

 保護者、自治体、それぞれのメリット・デメリッ

トについてお伺いいたします。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（鈴木 徹） お答えをいたします。 

 保護者のメリットとしては、保育料が無償になる

ことで経済的負担が軽減されることや、女性が活躍

する機会や就労意欲の増加などが挙げられます。 

 また、デメリットとしては保育需要の増加が見込

まれることから、保育施設の供給が間に合わず、保

育園・こども園への入所待ちとなる可能性がふえる

ことが挙げられます。 

 自治体のメリットとしては、少子化対策として、

今後、市の人口減少に歯どめがかかるものと期待し

ております。 

 また、デメリットとしては、保育料収入がなくな

ることから、歳入が減少すること、その一方で無償

化に要する財源の一部を国・県だけでなく市も負担
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することと、保育需要の増加により保育施設の供給

量を確保するための施設整備を推進することにより、

歳出が増加することが挙げられます。以上でござい

ます。 

○議長（加藤弘己） それでは市長、どうぞ。 

○市長（影山剛士） 済みません、ではちょっと補

足だけさせていただくと、今の教育次長から答弁し

たとおりの、保護者の方々だとか自治体通して、当

然メリット・デメリットは両方あるわけですけれど

も、こと湖西市に関して、自治体の中でも湖西市に

関しては、どうしても交付税の不交付団体というデ

メリットが大きくて、今回もきのうの荻野議員でし

たか、御質問にもあったとおり、無償化によって年

間１億円ぐらいの、いわゆる保育料が入ってこない

とか、そういった無償化によって歳入の減少がある

わけでして、国は１年目は払うけど、２年目からは

払わない、払わないというか交付税措置だといって

いるわけで、そこが非常に、国が勝手にやっておい

て、自治体には後は自分たちでやってくれというよ

うなことを言ってる。そこ、かなり湖西市としては

強く、国として無償化やるということであれば、無

償化そのものには反対はしないので、財源措置を地

方に対して不交付団体も含めてやってくれというの

をお願いをしているわけで、これがきのう、おとつ

いですか、全国市長会の立谷会長が、ここは大分自

治体全体として、全国市長会として、国とかけ合っ

て、一部のそういった交付税措置は認めてもらった

けれども、不交付団体もまだあるので、引き続き要

望していかなければならないということを、全国市

長会長からも言ってもらったので、ここは引き続き

湖西市としては働きかけていかないといけないし、

もちろん無償化そのものに反対するものではありま

せんので、そういった今おっしゃったようなメリッ

ト・デメリット両方ありながら、自治体湖西市とし

てデメリットの大きい部分は改善を図っていかなけ

ればならないので、そこはぜひ市議の皆さん、市民

の皆さんにも御理解をいただいて、一緒になって働

きかけを行っていかなければならないと思っている

ということが一つ。 

 プラス、どうしても公立の今幼稚園とかこども園

化しますけれども、そういったものが多くて、そこ

はそういったもろもろの交付税措置だとか、国や県

からの補助が民間保育園、こども園には来るけれど

も、公立には来ないというような、よくわからない

制度がありますので、その制度の改善も求めていか

なければならないし、今どき公立の幼稚園だとか保

育園やってるところはもうほかにないので、早く民

営化というか、民間委託を進めていって、当然保育

の質は下げずに、別に市内だってしらゆりさんだと

かなぎささんだとかさまざまな、真愛さん初め、民

間事業者がやっている保育園、こども園はあります

ので、そういったところへのシフトはしていかなけ

ればならないし、きのう、そこは教育次長も長期的

にと言いましたけど、長期では間に合わないので、

せめて中期ぐらいではやらないといけないと思って

ます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。私も

この無償化ということに関しまして、ちょっといろ

いろ見ていくと、やはり不交付団体、今市長がはっ

きりおっしゃいましたように、本当不交付団体にと

っては何のありがたみもないというか、持ち出しが

ふえるだけなんだなということを実感いたしまして、

国が決めておいて、それを不交付団体は自前で手当

しなさいよというのは、余りにもちょっといかがな

方法かなというのは実感しておりましたので、今後

とも引き続き市長にはその点はしっかりと国のほう

へ要望活動を行っていただき、また私たち議員もそ

ういうことをフォローしていかなければいけないな

というのは実感しているところであります。 

 こういった無償化によりまして、市の持ち出し分

というのが、負担金ですね、負担金額を、基準財政

需要額に算入できるということをちょっと聞いたん

ですけども、その点についてはどうなんでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） お答えいたします。 

 基準財政需要額のほうに来年度から算入するよと

いう形で出ております。ただ、この基準財政需要額

にどのような形で算入されるというのがまだ出てお

りません。今までの過去の例を見てみますと、多分
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園児数に対して、費用単価というのがあるんですが、

交付税の算定上、それを掛けて算出するかと思われ

ます。ただ、この費用単価に関しましては、湖西市

がきのう話しした１億ぐらい歳入減になるから、１

億に見合う費用単価とはなっておりませんので、金

額が示されておりませんが、この一つの園児を見て

いくに当たってかかる費用というものを単価として

国が算定をしてきます。それが今度、無償化の分と

してだけではなく、今までも交付税の中には園児の

算定が入っておりましたので、そこに上乗せをされ

てくると思います。なおかつ、補正係数という数字

合わせ的なものが出てきますので、丸々の額はまず

は入らない。なおかつ、先ほど言った不交付団体で

ありますので、本市にとってはメリットはないとい

う形になろうかと思います。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。人口

増も図らなければいけない、子育て支援の充実もし

なくてはいけないということは重々承知ですけども、

本当に何を優先するかというのが本当に市長が優先

順位を決めて一般財源を投入していかなければいけ

ないというのが、ますます手腕を問われる時代に入

っていくのかなというのを実感いたしております。

とにかく、この無償化については、湖西市にとって

は来年度以降、１億近いお金の負担がふえていくで

あろうという予測は持っていきたいと考えておりま

す。 

 この無償化によりまして、増額となる世帯とか、

子供がたくさんいる世帯で増額となるようなところ

はないということでよろしいですか。いかがでしょ

う。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（鈴木 徹） お答えいたします。 

 基本的に３歳から５歳は保育料無償ということに

なっております。あと昨日の答弁でも言いましたよ

うに、給食関係の費用でも新たに今払ってるお金よ

りもふえるという世帯は発生しませんので、基本的

には負担がふえる御家庭はないものということで理

解しております。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷さん、発言時間が残り少

なくなりましたので、よろしく。神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ふえる世帯はないということ

で承知をいたしました。ただ、事務方さんとこはい

ろいろ事務量もふえて大変かなと思いますけども、

そういった対応もまたよろしくお願いいたします。 

 では最後の質問に入ります。 

 無償化によりまして、保育の質の低下などが懸念

されておりますが、問題点や現時点での対応策をお

伺いいたします。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（鈴木 徹） お答えいたします。 

 保育料の無償化により、保育需要の増加が予想さ

れます。その需要に応えるため、保育施設をふやす

必要がありますが、無償化が実施される前の現在に

おいても保育士不足が問題となっております。 

 施設がふえれば保育士もこれまで以上に必要とな

ることから、経験年数が少ない保育士ばかりの園に

なったり、必要最低限の保育士数での運営により、

保育士の労働環境が悪化したりする園などが考えら

れ、保育への悪影響が出ることが懸念されておりま

す。 

 市といたしましては、保育の質の低下を招くこと

がないよう、国・県と連携を図る中で、保育士数の

確認や園を訪問して保育の状況を直接確認するなど、

適切に対応してまいりたいと考えております。以上

でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。行政

としては国・県と連携等をとって保育士さんの労働

環境等も維持しながら適切に対応していきたいよと

いうことでございました。 

 そういった中で、この無償化ということに相乗り

をするというと悪いですけども、余りいい保育の場

を提供しないようなところが子供を預からないよう

に、そういうところを押さえていくというような必

要性についてはどうでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（鈴木 徹） 先ほどの答弁でも言いま

したように、無認可の保育園という部分については、

本市の場合はそういったものがないもんですから、
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基本的に行政のほうでしっかりと公立、それから民

営のほうも、しっかりと監視はできるものというふ

うには考えております。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） いろいろ懸念されますので、

例えばそういう劣悪な保育環境を提供しないために、

条例を制定するとか、そういったケースもあるかと

思います。 

 そういった中で、ファミサポも対象になるという

ことでは、ファミサポのほうは何か考えてらっしゃ

ることはございますか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） 健康福祉部のほうか

らお答えいたします。 

 ファミサポにつきましても、無償化のほうは利用

料等がなるかと思いますが、運営については今のと

ころ現状でいけるのではないかとは思っております。

以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 時間がありませんので単刀直

入に言わせていただきますけども、ファミサポもお

願いする側と受託する側で、１時間が600円から800

円という形でお互い助け合っていくというところに

おいて、そこの利用料が無償化になっていくと思い

ます。対象年齢が３歳から５歳とあります。そうい

った部分ももう一度この無償化に対してファミサポ

の事業を提供している側としてもしっかり調査研究

をして、市民が困らないようにしていただきたいと

思い、それをお願い申し上げまして、私の質問を終

わります。ありがとうございました。 

○議長（加藤弘己） 以上で、17番 神谷里枝さん

の一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 次に６番 菅沼 淳君の発言

を許します。それでは、６番 菅沼 淳君。 

  〔６番 菅沼 淳登壇〕 

○６番（菅沼 淳） ６番 菅沼 淳です。本日は

主題、公共施設での喫煙についての質問であります

が、来週月曜日には先輩議員が喫煙により影響を受

ける側として質問をされるようですが、私は影響を

与えるらしい側として質問をさせていただきます。 

 それでは、質問しようとする背景や経緯です。喫

煙は、時代の流れとともに、百害あって一利なしと

言われ、健康を害し、周囲にも負の影響を与えるも

のとして認識をされ、禁煙・嫌煙の風潮が進んでま

いりました。喫煙による自身の健康被害は自己責任

としても、周囲にも被害・迷惑を及ぼしかねないた

ばこを、国も認め販売していること自体、疑問を感

じているところでありますが、喫煙する者は税収に

貢献しながらも風潮による社会的な扱いに、肩身の

狭い思いをしていることも事実ではないでしょうか。 

 平成31年３月に庁舎内の喫煙所が使用禁止とされ、

本年６月末日までは市役所敷地内駐車場の仮設喫煙

所にて喫煙が可能ということでありますが、以後に

ついての明確な処置は示されておりません。 

 今回の質問につきましては、私自身、現在も喫煙

する者としては、禁煙・嫌煙を推奨する多数派の皆

様と少数派の愛煙家・喫煙者皆様にも、説得力を欠

き、ひんしゅくを買い、批判をお受けすることを想

定した上で、少数派の湖西市の愛煙家・喫煙者の思

いを代弁し、質問をさせていただくものであります。 

 質問の目的です。公共の場所での喫煙ルールを守

ることと、市役所内に新規の喫煙所設置を望むとい

うことで、それでは最初の質問をさせていただきま

す。 

 市として、公共の場所での喫煙・禁煙に対する見

解をお伺いします。 

○議長（加藤弘己） 登壇して答弁をお願いします。

市長、どうぞ。 

  〔市長 影山剛士登壇〕 

○市長（影山剛士） それではお答えを申し上げま

す。 

 今の菅沼議員が少数派の愛煙家を代弁、代表して

ということですので、別に私が吸わないから多数派

を代表なのか代弁なのかというわけではありません

けれども、市としてのスタンスといいますか、方針

が示されていないというような、今御質問の中にも

そういったお話がありましたので、明確なそういう

方針、今後の方針について申し上げたいと思います。 

 今も御質問にありましたとおり、やはり公共の場
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所での喫煙・禁煙につきましては、来年、やはり東

京でオリンピック・パラリンピックがあること、ま

た時代の流れも含めて、やはり禁煙化の流れが進ん

でいるのは、これは間違いない事実であるし、それ

をとめることはなかなか湖西市としても難しいだろ

うというふうに考えております。 

 その中でやはり望まない受動喫煙、これは生じさ

せることがないようにしなければならない。今議員

の御質問の中にもありましたけれども、４月からこ

の湖西市の市役所の中でも、勤務時間中の禁煙と、

さらには庁舎内の喫煙スペースを外の仮設の駐輪場

のほうにも移させていただきました。これで完全に

シャットアウトできたかというと、どうしても勤務

時間中はもちろん禁煙にしておりますけれども、勤

務時間外の例えば夕方だとか、勤務時間後に関して

も、風向き等々の関係でやはり今の仮設のスペース

から煙が出てしまっていたりとか、そういうのは私

自身も目撃したこともありますので、どうしても望

まない受動喫煙を生じさせることのない環境整備と

いうために、湖西市としまして、７月から改正の健

康増進法も施行されるということもありますので、

この時期に合わせまして公共施設、例えば市役所の

庁舎だとか、さまざまな公共施設、新居の地域セン

ターだとか、病院、図書館、さまざまありますけれ

ども、こういった公共施設に関しましては敷地内を

全面的な禁煙とさせていただくという方針にしてお

りますので、こういったところで敷地内を禁煙にさ

せていただいた上で、望まない受動喫煙をなくすと

いうことを７月から実施していきたいと考えており

ます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 菅沼 淳君。 

○６番（菅沼 淳） 今の市長の御答弁、最後の私

の４番の質問まで何かお答えいただいたようなんで、

とりあえず最初の１番目から言いますけど、いずれ

にしても喫煙者は、ルールを守るのは当然というふ

うに考えているんですけども、喫煙そのものに対す

る社会の風当たりというんですか、世間の風という

んですか、非常に強いものがあると思うんですね。

喫煙する者は本当に肩身の狭い思いをしているとい

うこともちょっと御理解いただきながら、参考まで

に喫煙者の言い分として、ちょっと新聞社に投書さ

れた記事がありましたので、それをちょっと読ませ

てもらいますので、ちょっと聞いてください。 

 昨今の嫌煙運動の盛り上がりや健康増進法の施行、

たばこ増税など、喫煙者にとっては厳しい対策や提

案ばかりがなされておりますが、たばこ以外にも有

害なものがたくさんあるのに、なぜたばこだけが、

点点点となってますけどね、車の排気ガスは人間や

地球環境にクリティカルに影響するのに、これには

規制がありません。化学調味料の工場が出す排煙は、

たばこ煙より安全でしょうか。子供から大人までお

世話になっているジャンクフードの合成添加物の毒

性とたばこ副流煙の比較はいかがですか。自動車の

排気ガスはたばこと同じ扱い方をすれば、死に至る

ほどの毒性があると聞いていますが、たばこの毒性

は高いのでしょうか。喫煙コーナーで非喫煙者が着

席し、また喫煙を行っている側を通ってたばこを臭

いだの、目が痛いだのとの文句を言うのは、車の当

たり屋とどこが違うのでしょうか。 

 こういうような記事なんですけど、これ解説とし

て、率直に言えば偏見に満ちた考えのようですが、

禁煙運動をする者にもこれらに対し優しく諭すだけ

の理論を持っておかなければならないと考えますと、

こういうこと言ってますね。 

 ちなみに、喫煙をする職員の皆さんにもこの感想

をぜひ聞いてみたいと思うんですけども、多分答え

づらいと思いますのでやめときます。 

 それでは２問目に行きます。 

 禁煙・嫌煙の風潮が進む中、公共の場所での喫煙

は、新たに罰則も視野に入れた厳しいルールを定め

たらどうかと考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 私も答弁をする側で、別に自分が吸わないからと

いうわけではないし、横見るととか、後ろ見ると、

隣も全部、周りは吸う職員なので、横からの視線も

痛いんですけども、だから、あえて答弁する前に申

し上げると、吸うことが悪いと言ってるのでは全く

なくて、先ほど御質問にもありましたとおり、たば

こ税としても貴重な財源というのは地方に入ってい
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るし、それはありがたいと思っています。ちょっと

後の質問もあるのでそこまでにしますけれども、そ

の中で受動喫煙だとかそういったものを防止するも

のは、これは世の中の流れでもあり、当然湖西市と

しても徹底しなければならない。それで湖西市とし

て行うべきは、公共施設で来月からそういったもの

を導入しますというのが、まず先ほどの答弁であっ

て、さらに今御質問のあった公共の場所での喫煙の

罰則というお話がありました。 

 まず、現状を申し上げますと、湖西市においては

条例ですね、湖西市美しい生活環境を確保する条例、

いわゆるマナー条例と通称は呼ばれていると思いま

すけれども、マナー条例のほうでやはり市民の方々

に迷惑行為がなくて、美しい環境を確保しましょう

というような、協力とか努力義務をお願いする。こ

の中にはたばこを吸い殻をポイ捨てをするだとか、

歩行中、歩いてるときとか自転車に乗りながらたば

こを吸わないということを市民の皆さんへの責務と

して定めさせていただいております。これは他市町

でも同様のマナーに関する条例を定めているところ

が大半だというふうに聞いております。 

 この中でのやはりマナーですので、余り正直、マ

ナーに対しての罰則だとかいうものは本来やはりモ

ラルの問題ですので、かけたくはないというのが正

直なところですし、本来かけるべきではないと思っ

ております。それがさらに、どうしてもそこが守ら

れなくて、迷惑行為によって市民の方々が迷惑をこ

うむっているというのであれば、罰則だとかさまざ

まなそういったルールを厳格化しないといけないと

いうふうには思っておりますけれども、今回はまず、

改正健康増進法の中で、来年４月ですけれども、全

面的に施行をされたら、違反をしたら、改正健康増

進法に違反したら、例えば30万円以下の過料とか、

そういったものが課されるので、そういった罰則の

運用、それでどこまでカバーできるのかを見きわめ

てからと考えておりますので、現時点においては、

今の例えば申し上げたマナー条例の改正だとかは考

えておりません。その後の運用状況を見きわめて、

必要があればやっていきたいと考えております。以

上です。 

○議長（加藤弘己） 菅沼 淳君。 

○６番（菅沼 淳） とりあえずは改正は考えてな

いと、罰則も考えてないということでありますが、

今お話に出た、湖西市美しい生活環境を確保する条

例なんですけども、いわゆる屋外ですね、公共の場

所では、歩行中または自転車乗車中に喫煙しないよ

うに努めなければならないと。それから喫煙する場

合には、灰皿等のたばこの吸い殻を収納する容器が

設置されている場所か、吸い殻を入れる目的とした

専用の携帯用容器を携行し使用するよう努めなけれ

ばならないというものであると思うんですけど、私

なんかへそ曲がっておるもんですからね、この条例

は要するに歩いていない状態で、自転車もおりて持

ってる状態で、携帯用の吸い殻容器を携行して、喫

煙すれば、どんな場所でも、公共の場所でも、可能

だと、オーケーだと、そういうことで理解してもよ

ろしいんですかね。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（相澤義之） 今、菅沼議員が条文を読

む限りはということではありますが、本来、マナー

を守って環境の向上を図っていくということであり

ますので、とまっていれば吸っていいよという解釈

はちょっとやめていただいたほうがよろしいかとは

思います。 

○議長（加藤弘己） 市長、どうぞ。 

○市長（影山剛士） 補足というか、申し上げます

けれども、条文上の解釈というよりも、市民の方々

に迷惑行為がないだとか、そういうところが、行為

そのもの、立ってるか座ってるかとか、自転車に乗

ってるかおりてるかとかというよりも、それが結果

的に、例えばそれですれ違ったときにどうかとか、

そういったものが条文に落としたときにどうなるか

はともかくですけれども、迷惑行為をほかの吸わな

い方だとか、受動喫煙がないかどうか、あるかない

か、という観点で判断すべきものだと思ってますの

で、そういった解釈をしていただければと思ってお

ります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 菅沼 淳君。 

○６番（菅沼 淳） わかりました。余りいじわる

なこと言ってもしようがないですからね。 
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 もう一つお聞きしたいんですけども、現在、市職

員の喫煙について、何かルールというものがあるの

かどうか。もしあるようでしたらば、その内容を教

えてもらいたいんですけど。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） お答えいたします。 

 今、先ほどの市長のほうの答弁にもありましたけ

ど、市の職員につきましては、ことしの３月18日に、

幹部会を通しまして、全職員のほうに４月１日以降、

勤務時間中の喫煙は禁止するという形で明文を出さ

せてもらっております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 菅沼 淳君。 

○６番（菅沼 淳） 要するに昼休みは大丈夫だと

いうことですね。そうすると、昼休み以外は一切の

気分転換はできないと、こういうことですね。吸わ

ない者も含めて。そうした場合に、業務、これ支障

という、問題というか、そういうことありませんか。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） まず、仕事が円滑に進む

ようなリフレッシュをほかの形で求めていただきた

いという形で私は考えております。支障のない形で

行っていきたいと思っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 菅沼 淳君。 

○６番（菅沼 淳） 支障のない形とか、支障は出

ていないんですかと聞いてるんですね。特に問題な

いんですか。多分、集中して働くという時間も限度

があると思うんですね。ですから、間で多少の、た

ばこを吸わなくても、お休み、休憩時間とるとか、

ちょっと横道それちゃいましたね、何となく。どう

ですか。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） 今回、勤務時間中の喫煙

に関しましては、組合側と相談をさせてもらってお

りまして、いわゆる休息時間、昼休みは休憩と言い

ますけど、休息時間、10時に15分とか、３時に15分

とかという、取ることが可能であります。そうした

場合には、職員の場合には、１日何時間という勤務

時間が決まっておりますので、そこで休息時間を設

けると、終業時間、現在５時15分ですが、それに対

して設けた場合には後ろに遅く、または朝早くする

しかないというのが現状でありますけど、そういう

中で組合側と相談をし、組合側との回答が現状のま

まで行きたいという回答を得たということで、皆さ

ん支障がないという形で考えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 菅沼 淳君、よろしいですか。 

○６番（菅沼 淳） わかりました。ありがとうご

ざいます。 

 それでは３番目の質問行きます。 

 市内のたばこ購入者がもたらす例年３億円余の税

収を、市としてはどのように受けとめておられるの

か。また、年々減少している税収への見解をお伺い

します。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） お答えいたします。 

 市のたばこ税につきましては、今菅沼議員がおっ

しゃられたとおり、３億円余が歳入されておりまし

て、市といたしましては大変貴重なありがたい財源

であると十分認識をしております。 

 現状のたばこの売り上げ本数は、世界的な、今言

われてますけど、健康志向の高まり等により、年々

売り上げ本数は減っております。それに伴い、税収

もやはり減少傾向にあります。これは菅沼議員のほ

うに示されたとおりになっております。 

 しかし、国においては、たばこ税の引き上げを実

施することにより、いわゆる税収が減ってくると、

その都度税収確保を目的に、たばこ税を上げてきて

いるのが過去の例であります。ちなみに、ことしま

だ決算打ってはおりませんが、平成30年度のたばこ

税の収入を見ますと、平成29年度、前年度に比べて、

確かに売り上げ本数は減ってはおりますが、税収と

しては700万円ほど増という形になっております。

そういうことも考えまして、今後におきましても、

だんだん税収が減ってくると税率を上げると言いま

すか、また、もう既に令和２年、令和３年において

も、たばこ税を上げる形でもう決定しておりますの

で、たばこの本数は減りますが、税収はある程度確

保できるという形で捉えております。以上、答弁で

す。 

○議長（加藤弘己） 菅沼 淳君。 

○６番（菅沼 淳） ３億円余の税収については、
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ありがたく市民のために使わせてもらっているとい

うことですが、やはり喫煙については臭いし迷惑だ

で、敷地内では吸わないでくださいねと、そういう

ことですね。 

 減少している税収については、単価というか、増

税するということですね。増税することで、減少す

る税収をバランスがとれるようになると、増税する

ことで。こういう解釈でいいんですね。 

 これ、税収ね、上げ続けるということになります

と、やはり経済的に余裕のない方ですとかは、やは

り禁煙とか、数を減らす、こういうことになると思

うんですね。いずれはこれ、税収破綻すると思うん

ですよ。これ、国はやはりあれですか、税収よりみ

んなの体のことを心配して上げるということですか

ね。これ、湖西市に言ってもどうしようもないこと

なもんですから、はい、わかりました。ありがとう

ございます。 

 それでは４番目の質問行きます。最後です。 

 市役所には、家庭においても公共の場所において

も、喫煙に対する風潮から肩身の狭い思いをされて

いる喫煙者が多数訪れます。そのようなことから４

番目の質問になります。 

 市内のたばこ税納税者、たばこ購入者に感謝と敬

意を表し、その象徴という意味においても、市役所

内、庁舎内・敷地内で、周囲に影響を与えることの

ない、いずれかの場所に、新規に喫煙所を設置すべ

きと考えますが、いかがでしょうか。この質問は、

私自身、現在も喫煙することから、説得力を欠いた

質問であると思いますが、よろしくお願いします。 

○議長（加藤弘己） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 まずは菅沼議員おっしゃるとおり、たばこ税とい

う意味では、本当に年間３億円というのは、湖西市

にとっても大変貴重な財源となっておりますし、愛

煙家の皆様がそういう意味で周りを気にすることな

く喫煙ができるという環境というものは、これは重

要な課題であるというふうには認識しております。 

 ちょっと答弁入る前に、さっきの正確な数字は持

ち合わせておりませんけれども、たばこ税が上がっ

ていって、税収が減っていくんではないかというこ

との御懸念に対しては、一方で、一方でですけれど

も、明確な比較はしたことありませんが、健康増進

による医療費の削減ということもよく言われていま

すので、そちらのほうにつながればいいかなという

のは個人的に、仮に税収が減ったとしても、医療費

として、これは市だけではなくて、国も県もそうで

すけれども、全体的な医療費の削減につながればい

いというのはよく言われることですけれども、定量

的な数字は持ち合わせておりませんが、考えており

ます。 

 その上で、市役所内の喫煙所に関してですけれど

も、改正の健康増進法でも、これは法律でも、例え

ば公共施設のうちの市役所の庁舎、この湖西市役所

の庁舎もですけれども、第１種の施設、１種と２種

と分かれておりますけれども、１種施設に区分され

ておりますので、ここは望まない受動喫煙が生じな

いように原則として敷地内を全面禁煙とするという

ように定められております。これは湖西市だけでな

くて、当然全ての自治体にかかわってくるものです

し、例えば近隣の浜松市を初めとする周辺の自治体

に、敷地内を全面禁煙するというふうに聞いており

ます。 

 そういうことから、この湖西市におきましても、

来月７月１日から敷地内を全面禁煙とするように、

今計画をして準備をしておりますので、ぜひ、吸う

ことが悪いとは全く、繰り返しですが、申しており

ませんので、望まない受動喫煙を防ぐ体制整備が重

要だということを御理解いただければと思っており

ます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 菅沼 淳君。 

○６番（菅沼 淳） 済みません、３番目の質問で

１つだけちょっともう一回教えてください。 

 税収の根拠なんですけども、当市以外に本部を持

つ、いわゆる支店というんですか、での経営形態の

たばこの販売についてもカウントをされるというこ

とでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） お答えします。 

 まず初めに、湖西市へのたばこの納税義務者、こ

れにつきましては個々の販売店ではございません。
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皆さんよく御存じのたばこの製造業者、日本たばこ

産業、ですね、それともう１社、輸入たばこ等を扱

ったりしている、たばこを流通する業者、この２社

が卸売販売業者として市に納税をしております。こ

れまず基準になるのが、どこにそのたばこを卸した

かが基準になります。ということは小売店が何本売

ったかというのではなくて、卸売販売業者がお店に

どれだけ卸したかによって、今言った２社から納税

が湖西市のほうに入ります。 

 例えば、今言った卸売販売業者が浜松市の小売店

業者に卸したとします。その浜松市の業者が湖西市

内に支店を持ってたり、自動販売機等を持ってて、

その小売店業者が直接その本人が湖西市へ持ってき

た場合、これは市の税収とはなりません。あくまで

卸売販売業者は浜松市へ卸したものですから、浜松

市の税収となるというのがたばこの納税の仕方にな

っております。 

 一番気になるコンビニですね、大手コンビニ、こ

れにつきましては本部は当然湖西市にはないわけな

んですが、大手コンビニに関しましては、それぞれ

の支店で仕入れをしているという形で伺っておりま

すので、小さなコンビニはもしかしたら市外の業者

が入れてるかもわかりませんが、一般的な大手コン

ビニについては、それぞれで仕入れているから湖西

市の税収になっているというふうに伺っております。

以上です。 

○議長（加藤弘己） 菅沼 淳君。 

○６番（菅沼 淳） ありがとうございます。簡単

に言うと、卸し先が市内の販売先に卸した数、卸し

先がカウントされるということですね。卸し先の数、

市内へ卸した数ということですね。わかりました。 

 喫煙所の設置、これについてはもう何言ってもだ

めみたいな感じなんですけども、私もしつこくお願

いをしたいと思います。 

 市長、これ御存じですね、これ、いわゆる加熱た

ばこ、加熱式たばこといわれるものなんですけども、

これ、たばこを燃焼させずに加熱するもので、製造

者は通常の紙たばこよりも安全と主張しているが、

現時点でそのような主張は裏づけられないと、こう

いうものでありますけども、私自身、この加熱式た

ばこを現在愛用してるんですけども、燃焼式のいわ

ゆる紙巻きたばこと比較すれば、煙、においも少な

くて、灰も発生しないことから、灰皿の必要もない。

そのような特徴から、周囲に与える影響はかなり少

ないと感じてはおるんですけれども、少なからずも

影響を与えて、迷惑と言われれば、二の句はないん

ですけども。 

 最後、こういった特徴を持ち、普及が進んでいる

加熱式たばこの喫煙者の思いも御理解をいただきな

がら、国も地方も販売・喫煙を認め、また喫煙者が

もたらす税収を考慮いただき、市役所のいずれかに

新規喫煙所の設置を検討いただくことをしつこく強

くお願いし、質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

○議長（加藤弘己） 以上で、６番 菅沼 淳君の

一般質問を終わります。 

 これをもちまして、本日予定しておりました一般

質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 以上で本日の日程は終了いた

しました。 

 本日は、これで散会といたします。お疲れさまで

ございました。 

午後３時07分 散会 

───────────────── 


